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    昭和 51 年 10 月 16 日 

    和歌山県条例第 35 号 

            １  和歌山県石油コンビナート等防災本部条例 

（趣 旨） 
第１条 この条例は、石油コンビナート等災害防止法（昭和 50 年法律第 84 号。以下「法」という。）第 28 条第８項の規定に基 

づき、和歌山県石油コンビナート等防災本部（以下「防災本部」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるも
のとする。 

（幹 事） 
第２条  防災本部に幹事を置く。 
 ２  幹事は、防災本部の本部員の属する機関又は特定事業所の職員のうちから知事が任命する。 
  ３  幹事は、防災本部の所掌事務について、本部員及び専門員を補佐する。 
（部 会） 
第３条  防災本部は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 
  ２  部会に属すべき本部員及び専門員は、本部長が指名する。 
  ３  部会に、部会長を置き、本部長が指名する本部員をもってこれに充てる。 
  ４  部会長は、部会の事務を掌理する。 
  ５  部会長に事故があるときは、部会に属する本部員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 
（雑 則） 
第４条  この条例に定めるもののほか、防災本部の議事その他防災本部の運営に関し必要な事項は、本部長が防災本部に諮って

定める。 
      附 則 
    この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

            ２  和歌山県石油コンビナート等防災本部運営要綱 

（趣 旨） 
第１条 この要綱は、和歌山県石油コンビナート等防災本部条例（昭和 51 年和歌山県条例第 35 号）第４条の規定に基づき、和

歌山県石油コンビナート等防災本部（以下「防災本部」という。）の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 
（本部会議） 
第２条 防災本部に本部会議を置き、石油コンビナート等災害防止法（昭和 50 年法律第 84 号。以下「法」という。）第 27 条第 

３項に規定する防災本部の所掌事務のうち重要な事項について協議決定する。 
  ２  本部会議は、本部長が招集しその議長となる。 
  ３  本部員は、必要があると認めるときは、本部長に対し本部会議の招集を求めることができる。 
  ４  会議は、本部員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 
  ５  本部会議の招集はあらかじめ開催日時、場所及び付議事項を示して書面により本部員に通知するものとする。ただし緊急

を要する場合は、この限りでない。 
（議 事） 
第３条  議事は出席本部員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 
（代理出席） 
第４条  本部員は、やむを得ない事情により本部会議に出席できないときは、その代理人を出席させることができる。 
  ２  本部員及び代理者がともに出席できないときは、あらかじめその旨を本部長に届け出なければならない。 
（説明聴取） 
第５条  本部長は、必要と認めるときは、会議に専門員、幹事その他適当と認める者の出席を求めその説明又は意見を徴するこ

とができる。 
（専決処分） 
第６条  本部長は、やむを得ない事情により本部会議を開く暇がないと認めるときは防災本部の所掌事務について専決処分をす

ることができる。 
  ２  本部長は、前項の規定による専決処分をしたときは、その旨を直ちに本部員に通知するとともに次の本部会議で承認をう

るものとする。 
（幹事会） 
第７条  幹事は、幹事会を構成する。 
  ２  幹事会は、あらかじめ本部長が指名する幹事が招集しその議長となる。 
  ３  幹事会の議事等については、本部会議に準じて行うものとする。 
（庶 務） 
第８条  防災本部の庶務は、和歌山県危機管理部危機管理局危機管理消防課において行う。 
（異動の報告） 
第９条  本部員及び幹事に異動が生じた場合は、速やかに本部長に報告しなければならない。 
（その他） 
第１０条  この要綱に定めるもののほか防災本部の運営について必要な事項はその都度本部長が定める。 
      附 則 
    この要綱は、昭和 52 年１月 17 日から施行する。 
   附 則 
  この要綱は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。 

   附 則 
  この要綱は、令和６年 4 月 1 日から施行する。 
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    ３  和歌山県石油コンビナート等防災本部組織 （本部員  ３８名）（幹 事  ５５名）（専門員 １名） 

根拠規定 条    文 
本    部    員 幹         事 

構   成   員 人数 構   成   員 人数 

法第 28 条 
  第５項 
    １号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

当該都道府県の区域内に所在す 
る特別防災区域の全部又は一部 
を管轄する特定地方行政機関の 
長又はその指名する職員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

近畿管区警察局長 
 
 
中部近畿産業保安監督部近畿支
部長 
 
 
 
近畿地方整備局長 
 
 
 
 
和歌山海上保安部長 
 
 
田辺海上保安部長 
 
和歌山労働局長 

６ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

近畿管区警察局広域調整部災害
対策官 
 
中部近畿産業保安監督部近畿支
部保安課長 
中部近畿産業保安監督部近畿支
部電力安全課長 
 
近畿地方整備局和歌山河川国道
事務所長 
近畿地方整備局和歌山港湾事務
所長 
 
和歌山海上保安部警備救難課長 
海南海上保安署次長 
 
田辺海上保安部警備救難課長 
 
和歌山労働局健康安全課長 

９ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ２号 
 
 

当該都道府県を警備区域とする 
陸上自衛隊の方面総監又はその 
指名する部隊若しくは機関の長 

陸上自衛隊第 37 普通科連隊長 
 
 

１ 
 
 

陸上自衛隊第 37 普通科連隊第三 
科長 
 
 

１ 
 
 

    ３号 警視総監又は当該都道府県の警 
察本部長 

和歌山県警察本部長 
 

１ 
 

和歌山県警察本部警備課長 
 
 

１ 
 

    ４号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

当該都道府県知事がその部内の 
職員のうちから指名する者 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

副知事 
 
知事室長 
 
危機管理部長 
 
 
 
総務部長 
 
地域振興部長 
 
企画部長 
 
環境生活部長 
 
 
福祉保健部長 
 
 
 
商工労働部長 
 
 
農林水産部長 
 
 
 
県土整備部長 
 
 
 
 
会計管理者 
 

１２ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
広報課長 
 
危機管理消防課長 
防災企画課長 
災害対策課長 
 
総務課長 
 
地域振興課長 
 
企画課長 
 
環境管理課長 
循環型社会推進課長 
 
社会福祉課長 
医務課長 
薬務課長 
 
商工企画課長 
公営企業課長 
 
農林水産振興課長 
水産振興課長 
資源管理課長 
 
県土整備政策課長 
河川課長 
港湾空港振興課長 
都市政策課長 
 

２１ 
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根拠規定 条    文 
本    部    員 幹         事 

構   成   員 人数 構   成   員 人数 

    ５号 当該都道府県の区域内の市町村
のうちその区域内に特別防災区
域が所在する市町村の市町村長 

和歌山市長 
 
海南市長 
 
有田市長 
 
御坊市長 
 

４ 和歌山市総合防災課長 
 
海南市危機管理課長 
 
有田市防災安全課長 
 
御坊市防災対策課長 

４ 

    ６号 当該都道府県の区域内の市町村 
のうち当該都道府県の知事が特 
別防災区域に係る防災に関し必 
要と認めて指定する市町村の市 
町村長 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

    ７号 前二号に規定する市町村の消防 
長（消防本部を置かない市町村 
にあっては消防団長） 
 

和歌山市消防局長 
 
海南市消防長 
 
有田市消防長 
 
御坊市消防長 

４ 和歌山市消防局予防課長 
 
海南市消防本部警防課長 
 
有田市消防本部警防課長 
 
御坊市消防本部警防課長 
 

４ 

    ８号 当該都道府県の区域内に所在す 
る特別防災区域ごとに当該特別 
防災区域内の特定事業所に係る 
特定事業者を代表する者 
 

日本製鉄株式会社関西製鉄所長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ＥＮＥＯＳ和歌山石油精製株式
会社常務取締役海南工場長 
 
 
 
 
 
ＥＮＥＯＳ株式会社和歌山製造
所製造所長 
 
 
 
 
 
関西電力株式会社御坊発電所長 
 

４ 日本製鉄株式会社関西製鉄所
（和歌山）環境防災室長 
エア・ウォーター株式会社和歌
山工場安全衛生課係長 
和歌山共同火力株式会社技術部
専任部長 
 
花王株式会社和歌山工場安全課
長 
 
大岩石油株式会社業務主任 
 
 
ＥＮＥＯＳ和歌山石油精製株式
会社海南工場環境安全マネージ
ャー 
 
日本製鉄株式会社関西製鉄所
(海南)環境防災室主幹 
 
ＥＮＥＯＳ株式会社和歌山製造
所環境安全グループマネージャ
ー 
 
コスモ石油ルブリカンツ株式会 
社下津工場管理課長 
 
関西電力株式会社御坊発電所計
画課長 
 

１０ 
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            ４  石油コンビナート等特別防災区域の範囲 

  各地区の範囲は政令（昭和 51 年政令第 192 号及び昭和 56 年政令第 341 号）及び告示（昭和 51 年通商産業省・自治省告示第１

号）により指定されている。 

第１  和歌山北部臨海北部地区 

  ◎  政 令 

      和歌山県和歌山市の区域のうち次の区域 

    (1) 松江字蛭子地東、字二十七町場、字弐拾町場、字二十五町場、字二十町場、字弐拾弐町外、字拾八町場、字拾八町場

         南、字中大浜、字拾五町西、字庚申、字三本松、字末切、字拾五町場、字桑畑、字阪部山、字法林寺、字久三山畑、字

         東山開キ、字拾弐町場、字拾三町場、字東大浜、字拾町場下及び字拾町場並びに湊字谷ノ坪、字御膳松坪及び字奥ノ坪

         の区域 本脇字海岸、西庄字外浜、古屋字海面空地、松江字蛭子地、字上山、字二十九町場、字外小松原、字弐拾九町

         場、字海面、字御殿山、字北鵜ノ島、字中鵜ノ島、字内鵜ノ島、字松林寺、字東山、字安左エ門開キ、字東浜及び字外

         鵜ノ島並びに湊字口ノ坪及び字濱ノ坪の区域のうち主務大臣の定める区域 

    (2) 湊字青岸坪及び字薬種畑坪並びに西浜字中川向ノ坪及び字上川向ノ坪の区域のうち主務大臣の定める区域 

    (3) (1)及び(2)の区域に介在する道路の区域 

  ◎  告 示 

      石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令別表に規定する主務大臣の定める区域を定める告示 

    44  和歌山北部臨海北部地区 

      和歌山県和歌山市の次の区域 

 (1) 本脇字海岸 653 番１及び 654 番１、西庄字外浜 1174 番１から 1174 番８まで及び 1175 番、古屋字海面空地 546 番１、

546 番６及び 546 番８、松江字蛭子地 2012 番１、字上山 2039 番１、2039 番７及び 2044 番 215、字二十九町場 1993 番

及び 1995 番１、字外小松原 2048 番１及び 2048 番 11 から 2048 番 15 まで、字弐拾九町場 2053 番１、字海面 2098 番１、

字御殿山 2035 番１、字北鵜ノ島 1376 番３、1376 番 23、1376 番 28 及び 1376 番 54、字中鵜ノ島 1400 番１、字南砂ノ口

1349 番 4 から 1349 番 7 まで及び 1349 番 15 から 1349 番 18 まで、字北砂ノ口 1339 番 4 及び 1339 番 7、字鵜ノ島 1364

番 1、1364 番 8、1364 番 21 及び 1364 番 22、字内鵜ノ島 1403 番１、1404 番１、1404 番８、1420 番２、1420 番６、142

0 番７、1420 番９、1420 番 10、1420 番 13、1420 番 28、1420 番 29、1420 番 31 及び 1420 番 33、字松林寺 1585 番１、

字東山 1556 番１、1556 番３、1556 番４、1556 番７、1556 番 67 及び 1556 番 68、字安左エ衛門開キ 1529 番、字東浜 1

531 番１及び 1531 番 13 並びに字外鵜ノ島 1441 番３及び 1441 番６から 1441 番８まで並びに湊字口ノ坪 2355 番１、241

6 番１及び 2416 番２並びに字濵ノ坪 2675 番１から 2675 番３まで、2675 番５、2675 番８、2675 番 11 から 2675 番 13

まで、2675 番 16、2675 番 19、2675 番 20、2675 番 22、2675 番 26 から 2675 番 29 まで、2675 番 32、2675 番 33、2675

番 35、2675 番 36、2675 番 39 から 2675 番 42 まで、2675 番 52 から 2675 番 69 まで、2677 番、2690 番及び 2693 番の区

域 

(2) 湊字青岸坪 1335 番２、1335 番３、1336 番２、1336 番３、1336 番 10 から 1336 番 13 まで、1342 番１、1342 番 37、1

342 番 38、同地番に隣接する護岸、1342 番 50 から 1342 番 52 まで及び 1342 番 68 並びに字薬種畑坪 1115 番４、1115

番 22、1115 番 103、1250 番１、1250 番２、1250 番６、1250 番７、1251 番２、1252 番１、1252 番２、1252 番５、1255

番３、1258 番１から 1258 番６まで、1258 番８、1258 番９，1259 番２、1259 番３、1280 番１から 1280 番５まで、128

0 番７から 1280 番９まで、1334 番、1334 番 21、1334 番 28 のうち薬種畑桟橋以南、1334 番 30、1334 番 31、1334 番 43、

1334 番 64、1334 番 65 及び 1334 番 73、西浜字中川向ノ坪 1660 番 380 並びに字上川向ノ坪 1443 番及び 1489 番の区域 

       

第２  和歌山北部臨海中部地区 

  ◎ 政 令 

      和歌山県海南市船尾字中浜及び藤白の区域のうち主務大臣の定める区域 

      当該区域に介在する道路の区域 

  ◎  告 示 

    45  和歌山北部臨海中部地区 

          和歌山県海南市船尾字中浜 260 番地の 98 から 260 番地の 100 まで及び 260 番地の 103 から 260 番地の 111 まで並びに 

藤白 758 番地の 17、藤白 758 番地の 18、758 番地の 25 から 758 番地の 28 まで、758 番地の 32、758 番地の 42、758 番

地の 44、758 番地の 73、759 番地の２、759 番地の４から 759 番地の 17 まで、759 番地の 20 から 759 番地の 23 まで、7

59 番地の 26 から 759 番地の 29 まで、759 番地の 32 から 759 番地の 36 まで、759 番地の 39 から 759 番地の 43 まで、7

59 番地の 47 から 759 番地の 50 まで、759 番地の 52 から 759 番地の 58 まで、759 番地の 60 から 759 番地の 63 まで、7

59 番地の 66 から 759 番地の 71 まで、759 番地の 78 から 759 番地の 87 まで、760 番地の１から 760 番地の８まで及び 7

58 番地の１の区域 
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５  防災関係機関及び特定事業所等防災担当部課一覧表                             令和 6 年 4 月 1 日現在 

機  関  名 所  在  地 
昼        間 夜       間 

電 話 ＦＡＸ 担当課等 責任者 電  話 担当課等 責任者 

近畿管区警察局 
540-0008 
大阪市中央区大手前
三丁目１番 41 号 

06(6944)1234 
内線  5760 
     5541 

06(6945)4489 広域調整第二課 災害対策官 
06(6944)1234 
内線  2070 

当 直 者 当直責任者 

中部近畿産業保安 
 

監督部近畿支部 

540-8535 
大阪市中央区大手前
一丁目 5番 44 号大阪
合同庁舎 1 号館 

06(6966)6050 
（直） 

06(6966)6093 保 安 課 課 長 090(1961)7469 (防災携帯) ― 

〃 〃 〃 〃 〃 防災専門職 080(6224)4125 (防災携帯) ― 

〃 〃 06(6966)6056 06(6966)6092 電力安全課 課 長 090(1150)6318 (防災携帯) ― 

〃 〃 〃 〃 〃 総 括 係 長 090(1968)8254 (防災携帯) ― 

近畿地方整備局 

540-0008 
大阪市中央区大手前
一丁目 5番 44 号大阪
合同庁舎 1 号館 

06(6942)1575 06(6944)4741  総括防災調整官 06(6942)1575  総括防災調整官 

近畿地方整備局 
 

和歌山河川国道事務所 

640-8227 
和歌山市西汀丁 16 

073(402)0271 073(424)2165 防 災 課 課 長 073(424)2471 
和 歌 山 

 
河川国道事務所 

道 路 情 報 
 

連 絡 員 

近畿地方整備局 
 

和歌山港湾事務所 

640-8404 
和歌山市湊薬種畑坪
1334 

073(422)8198 073(435)2089 企 画 調 整 課 課 長 090(3350)9104 (公  用) ― 

和歌山海上保安部 
640-8287 
和歌山市築港六丁目
22-2 

073(402)5851 073(402)5854 警備救難課 海上防災係長 073(402)5851 警備救難課 当 直 班 長 

田辺海上保安部 
646-0023 
田辺市文里一丁目 11
-9 

0739(22)2000 0739(22)9670 警備救難課 救 難 係 長 0739(22)2000 警備救難課 当 直 班 長 

海南海上保安署 

649-0101 
海南市下津町下津 30
66-16 
下津港湾合同庁舎 

073(492)0134 073(492)0497  署  員 073(492)0134 
和 歌 山 
海上保安部 
(自動転送) 

当 直 班 長 

和 歌 山 労 働 局 
640-8431 
和歌山市黒田二丁目
三番三号 

073(488)1151 073(475)0113 健康安全課 課 長 090(8524)4114 課   長 ― 

和歌山 
 

労働基準監督署 

640-8431 
和歌山市黒田二丁目
三番三号 

073(407)2201 073(475)0116 安全衛生課 課 長 080(2476)3838 署 長 ― 

御坊労働基準監督署 
644-0011 
御坊市湯川町財部 11
32 

0738(22)3571 0738(22)3707 安全衛生課 課   長 090(5156)0677 署   長 ― 

陸 上 自 衛 隊 
 

第３７普通科連隊 

594-8502 
大阪府和泉市伯太町
官有地 

0725(41)0090 
 

内線 235～
239 

0725(41)0090 
 

内線   421 
第 ３ 科 科 長 

0725(41)0090 
 

内線   302 
当直司令室 

駐 屯 地 
 

当 直 司 令 

和歌山県警察本部 
640-8588 
和歌山市小松原通一
丁目１番地１ 

073(423)0110 
 

内線  5735 
073(423)0137 警 備 課 課 長 110 

地域指導課
通信指令室 

通信指令長 

和 歌 山 県 
640-8585 
和歌山市小松原通一
丁目１番地 

073(441)2030 
073(423)9500 

(切替) 
広 報 課 課 長 073(441)2111 宿 直 室 宿直責任者 

〃 〃 073(441)2263 073(422)7652 危機管理消防課 課 長 073(441)3300 当 直 室 当直責任者 

〃 〃 073(441)2271 073(422)7652 防災企画課 課 長 〃 〃 〃 

〃 〃 073(441)2261 073(422)7652 災害対策課 課 長 〃 〃 〃 

〃 〃 073(441)2090 073(431)0232 総 務 課 課 長 073(441)2111 宿 直 室 宿直責任者 

〃 〃 073(441)2331 073(422)1812 企 画 課 課 長 073(441)2111 宿 直 室 宿直責任者 
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機  関  名 所  在  地 
昼        間 夜       間 

電 話 ＦＡＸ 担当課等 責任者 電  話 担当課等 責任者 

和 歌 山 県 
640-8585             
和歌山市小松原通一
丁目１番地  

073(441)2471 073(425)6560 社 会 福 祉 課 課 長 〃 〃 〃 

〃 〃 073(441)2600 073(424)0425 医 務 課 課 長 〃 〃 〃 

〃 〃 073(441)2663 073(433)7118 薬 務 課 課 長 〃 〃 〃 

〃 〃 073(441)2683 073(441)2689 環境管理課 課 長 〃 〃 〃 

〃 〃 073(441)2675 073(441)2685 循環型社会推進課 課 長 〃 〃 〃 

〃 〃 073(441)2720 073(432)4409 商 工 企 画 課 課 長 〃 〃 〃 

〃 〃 073(441)3321 073(433)1992 公 営 企 業 課 課 長 〃 〃 〃 

〃 〃 073(441)2862 073(433)3024 農林水産総務課 課 長 〃 〃 〃 

〃 〃 073(441)3000 073(431)2244 水産振興課 課 長 〃 〃 〃 

〃 〃 073(441)3010 073(432)4124 資源管理課 課 長 〃 〃 〃 

〃 〃 073(441)3088 073(431)6350 県土整備政策課 課 長 〃 〃 〃 

〃 〃 073(441)3134 073(433)2147 河 川 課 課 長 〃 〃 〃 

〃 〃 073(441)3156 073(433)4839 港湾空港振興課 課 長 〃 〃 〃 

〃 〃 073(441)3157 073(433)4839 港湾漁港整備課 課 長 〃 〃 〃 

〃 〃 073(441)3230 073(441)3232 都市政策課 課 長 〃 〃 〃 

和 歌 山 市 
640-8157 
和歌山市八番丁 12 

073(435)1199 073(435)1299 総合防災課 課 長 073(422)0119 指 令 課 指令班長 

海 南 市 
642-8501 
海南市南赤坂 11 

073(482)4111 073(483)8483 危機管理課 課 長 073(482)4111 警 備 員 室 課   長 

有 田 市 
649-0392 
有田市箕島 50 

0737(83)1111 0737(82)0710 防災安全課 課 長 0737(83)1111 〃 課 長 

御 坊 市 
644-8686 
御坊市薗 350 番地 2 

0738(23)5528 0738(52)7036 防災対策課 課 長 0738(22)4111 当 直 室 当直責任者 

和歌山市消防局 
640-8157 

和歌山市八番丁 12 
073(427)0119 

災害緊急専用 
073(422)0200 

 
一般用 

073(423)0190 

予 防 課 課 長 073(422)0119 指 令 課 指 令 班 長

海南市消防本部 
642-0002 
海南市日方 1294 の 13 

073(482)0119 073(482)0088 警 防 課 課 長 073(482)0119 消 防 署 当 直 課 長 

有田市消防本部 
649-0304 
有田市箕島 47 

0737(83)0119 0737(82)2513 警 防 課 課 長 0737(83)0119 消 防 署 当直消防班長 
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機  関  名 所  在  地 
昼        間 夜       間 

電 話 ＦＡＸ 担当課等 責任者 電  話 担当課等 責任者 

御坊市消防本部 
644-0011 
御坊市湯川町財部 22
1-1 

0738(22)0800 0738(22)5192 消 防 署 署 長 0738(22)0800 消 防 署 当直指揮者 

日本製鉄株式会社
関西製鉄所 
（和歌山） 

640-8555 
和歌山市湊 1850 

073(451)3326 073(451)3516 環境防災室 室 長 073(451)1176 

日鉄 ﾋﾞｼﾈｽ 
ｻｰﾋﾞｽ関西 
株式会社警防部 
和歌山警防室 
和歌山警防課 

当直責任者 

エア・ウォーター株式会社 

和 歌 山 工 場 
〃 073(455)3354 073(455)3355 安全衛生課 係 長 〃 〃 〃 

和歌山共同火力 

株 式 会 社 
〃 073(455)2141 073(455)4499 技 術 室 室 長 〃 〃 〃 

花 王 株 式 会 社 

和 歌 山 工 場 

640-8580 
和歌山市湊 1334 

073(426)8428 073(426)7931 安 全 課 長 073(423)8151 当 直 副防災管理者 

大岩石油株式会社 

青 岸 油 槽 所 

640-8404 
和歌山市湊字青岸坪
1342 

073(432)3362 073(431)0510 青岸油槽所 所 長 073(432)3362 青岸油槽所 当 直 者 

ＥＮＥＯＳ和歌山 
石油精製株式会社 
海 南 工 場 

642-0034 
海南市藤白 758 

073(482)5217 073(483)1661 環境安全グループ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ 073(482)5212 正 門 当 直 班 長 

日本製鉄株式会社 

関西製鉄所(海南) 

642-0001 
海南市船尾 260-100 

073(406)4505 073(482)5421 環境防災室 主 幹 073(482)5118 

日鉄 ﾋﾞｼﾈｽ 
ｻｰﾋﾞｽ関西 
株式会社警防部 
和歌山警防室 
海南警防課 

当 務 副 長 

Ｅ Ｎ Ｅ Ｏ Ｓ 
株 式 会 社 
和 歌 山 製 造 所 

649-0393 
有田市初島町浜 1000 

0737(85)1406 0737(85)1414 環境安全グループ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ 0737(85)1203 製 油 部 門 直 課 長

コ ス モ 石 油 
ルブリカンツ株式会社 
下 津 工 場 

649-0101 
海南市下津町下津 27
-1 

073(492)1111 073(492)3408 管 理 課 
コスモルブ 
サ ー ビ ス 
管 理 課 長 

073(492)1111 正 門 当 直 者 

関西電力株式会社 

御 坊 発 電 所 

644-0024 
御坊市塩屋町南塩屋
字富島 1-3 

0738(23)2814 0738(23)2812 計 画 課 課 長 0738(23)2815 発 電 課 当 直 長 

近畿経済産業局 

540-8535 
大阪市中央区大手前
一丁目 5番 44 号大阪
合同庁舎 1 号館 

06(6966)6001 
（直） 

06(6966)6071 総 務 課 課 長 080(6184)7670 (防災携帯) 総 務 課 長

近 畿 運 輸 局 

和歌山運輸支局 

640-8404 
和歌山市湊 1106番地
の 4 

073(422)2130 073(435)1771 総務企画部門 
首 席 運 輸 

企画専門官 
(自  宅) (自  宅 

首 席 運 輸 

企画専門官 

和歌山地方気象台 
640-8230 
和歌山市男野芝丁４ 

073(422)5348 073(435)3132 防災管理官室 防災管理官 (自治体ﾎｯﾄﾗｲﾝ) 防災管理官室 防災管理官 

日 本 赤 十 字 社 

和 歌 山 県 支 部 

640-8137 
和歌山市吹上二丁目
1-22 

073(422)7141 073(422)7148 事業推進課 課 長 073(422)7141 事業推進課 当 直 者 

一般社団法人 

和歌山県医師会 

640-8514 
和歌山市小松原通一
丁目１番地県民文化
会館５階   

073(424)5101 073(436)0530 事 務 局 局 長 090-7091-1168 (緊急携帯) 局 長 
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れ

る
。
 
 

 
 

 
 

 
そ

の
他

事
業

所
と
は

、
特

別
防
災
区

域
内

に
所

在
し

、
消

防
法

・
高
圧
ガ

ス
保

安
法

の
許

可
に

係
る

危
険
物

又
は

高
圧
ガ
ス

を
貯

蔵
し

、
取

扱
い

又
は

処
理
す
る

施
設

を
有

す
る

事
業

所
で

、
特
定

事
業

所
（
合
同

事
業

所
を

含
む

。
）

以
外

の
も
の
を

い
う

。
 

                                                   

事
業

者
名

 
所

 
 
長
 

小
 川

 英
 範

 

工
 

場
 
長
 

伊
 達

 幸
 則

 

製
 
造
 
所
 
長
 

手
 島

 政
 嘉

 

所
 
 

長
 

萬
 木

 勝
 敏

 
 

所
在

地
 

海
南

市
船

尾
 

2
60

の
10

0 

海
南

市
下
津
町
 

下
津

27
-１

 

有
田
市
初
島
町
 

浜
10

00
 

御
坊
市
塩
屋
町
南
 

塩
屋
字
富
島

1-
3 

合
 
 

計
 

電
話

番
号
 
0
7
3
(
4
0
6
)
4
5
0
5
 
0
7
3
(
4
9
2
)
1
1
1
1
 
0
7
3
7
(
8
5
)
1
0
1
0
 

0
7
3
8
(
2
3
)
2
8
1
1
 

 

設
置

年
月

日
 
昭
和

41
年

10
月
 
昭

和
1
3
年

８
月
 
昭

和
1
6
年

７
月
 

昭
和

5
9
年

９
月
 

 

指
定

年
月

日
又

は
届

出
年

月
日
 
平
成

11
年

11
月

30
日
 
昭

和
51

年
９

月
13

日
 

 
昭
和

56
年

12
月

11
日
 
 

石
 

 
油

(k
) 

1
,4

72
.
5 

4
7,

02
1
.2
 

4
,4

18
,
62
7 

3
59

,4
2
3.

6 
 
5
,0
3
2,
37
2
.8
 

石
油

以
外

の
 

危
険

物
 

第
 四

 類
(k

)
 

 
1
05
 

 
6
,3
24
 

そ
 の

 他
(ｔ

) 
 

 
1
2,

60
2 

 
1
2,

87
7 

可
燃

性
固

体
類
(
k
) 

 
 

9
,0

42
 

 
6
9,

27
9 

可
燃

性
液

体
類
(ｍ

３
) 

 
 

4
2,
73
6 

 
3
19
,3
8
0 

高
圧

ガ
ス
 

不
活

性
ガ

ス
以

外
 

の
高

圧
ガ

ス
(

千
m
３
)
 

4
1.

7 
 

3
5,
07
3 

5
1.

4 
5
0,

37
4
.7
 

不
活

性
ガ

ス
 

(
千
ｍ

３
)
 

 
 

1
78
 

5
.4
 

1
2,

46
9
.5

0 

高
圧

ガ
ス

以
外

の
可

燃
性

ガ
ス
 

３
 

 
 

 
1
29
 

毒
物

(ｔ
) 

 
 

 
 

7
2 

劇
物

(ｔ
) 

 
 

5 
5
0 

6
,9

67
 

敷
地

面
積

(ｍ
２
) 

8
71

,5
9
0 

9
4,

03
2
.9

3 
1
,8

82
,
66

4 
3
38

,2
4
2 

8
,6

88
,
85

7.
9
3 

資
本

金
(百

万
円

) 
4
19

,5
2
4 

1
,6

20
 

3
0,

00
0 

4
89

,3
0
0 

1
,5

07
,
69

3 

従
業

員
数
(人

) 
6
98
 

5
3 

3
44
 

8
9 

5
,7
20
 

主
要

製
品

名
 

継
目

無
鋼

管
 

潤
滑

油
 

石
油

製
品

 

石
油
化
学
製
品
 

電
力
 

 

事
業

所
の

種
別

 
第

二
種

事
業

所
 
第

一
種

事
業

所
 
第

一
種

事
業

所
 

第
一
種
事
業
所
 

第
一
種
事
業
所

 
７
 

第
二
種
事
業
所

 
１
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 ８

 
 
特
定
事
業
所
別
危
険
物
貯
蔵
量
一

覧
表
（
第
四
類
の
危
険
物

）
 

事
 
業

 
所
 

名
 

日
本

製
鉄
株

式
会
社

関
西

製
鉄
所
（

和
歌

山
）
 （

 合
 同

 事
 業

 所
 ）

 

日
本

製
鉄

株
式

会
社
 

関
西

製
鉄

所
 

（
和
歌
山
）
 

エ
ア

・
ウ
ォ

ー
タ
ー

株
式
会

社
 

和
歌

山
工

場
 

和
歌

山
共

同
火

力
株

式
会

社
 

小
  

  
 
  
 計

 

区
分
 

品
名
 

タ
ン

ク
容
量

(k
) 

施
設
数
 

許
 
可
 
数

 
量
 

施
設

数
 

許
 

可
 
数

 
量
 

施
設

数
 

許
 
可
 
数
 
量
 

施
設
数
 

許
 
可
 
数
 
量
 

製
造

所
 

 
  
 
 2
 

 
  
 
  
 
  
 
99
4
.5
 

 
  
 
  

 
  
 
  

 
  
 
  
 

 
 

 
  
 
 2
 

 
  
 
  
 
  
 
99
4
.5
 

貯
 

       蔵
 

       所
 

屋
 

 外
 

 タ
 

 ン
 

 ク
 

 貯
 

 蔵
 

 所
 

石
 

       油
 

       類
 

第
 

一
 

石
 

油
 

類
 

10
万
以
上
 

 
 

 
 

 
 

 
 

５
万

～
10

万
未
満
 

 
 

 
 

 
 

 
 

３
万
～
５
万
未
満
 

 
 

 
 

 
 

 
 

１
万
～
３
万
未
満
 

 
 

 
 

 
 

 
 

１
千
～
１
万
未
満
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5
00
 ～

１
千
未
満
 

 
  
 
 2
 

 
  
 
  
 
 1
,
98
0 

 
  
 
  

 
  
 
  

 
  
 
  
 

 
 

 
  
 
 2
 

 
  
 
  
 
 1
,
98
0 

0
 ～

50
0
未
満
 

 
  
 
 3
 

 
  
 
  
 
  
 
54
2 

 
  
  

 
  
 
  

 
  
 
  
 
  
  

 
 

 
  
 
 3
 

 
  
 
  
 
  
 
54
2 

小
 
 

計
 

 
  
 
 5
 

 
  
 
  
 
 2
,
52
2 

 
  
  

 
  
 
  

 
 

 
 
  
 
 5
 

 
  
 
  
 
 2
,
52
2 

第
 

二
 

石
 

油
 

類
 

10
万
以
上
 

 
 

 
 

 
 

 
 

５
万

～
10

万
未
満
 

 
 

 
 

 
 

 
 

３
万
～
５
万
未

満
 

 
 

 
 

 
 

 
 

１
万
～
３
万
未
満
 

 
 

 
 

 
 

 
 

１
千
～
１
万
未
満
 

 
  
 
  

 
 

 
 

 
 

 
5
00
 ～

１
千
未
満
 

 
  
 
  

 
  
 
  
 
  
 
  

 
  
  

 
  
 
  

 
  
 
  

 
 

 
  
 
  

 
  
 

0
 ～

50
0
未
満
 

 
  
 
 2
 

 
  
 
  
 
  
 
46
 

 
  
 
  

 
  
 
  
 
  
 

 
  
 
 1
 

 
  
 
  
 
  
 
 1
0
0 

 
  
 
 3
 

 
  
 
  
 
  
 
14
6 

小
 
 

計
 

 
  
 
 2
 

 
  
 
  
 
  
 
46
 

 
  
  

 
  
 
  

 
  
 
  
 
  
 

 
  
 
 1
 

 
  
 
  
 
  
 
 1
0
0 

 
  
 
 3
 

 
  
 
  
 
  
 
14
6 

第
 

三
 

石
 

油
 

類
 

10
万
以
上
 

 
 

 
 

 
 

 
 

５
万

～
10

万
未
満
 

 
 

 
 

 
 

 
 

３
万
～
５
万
未
満
 

 
 

 
 

 
 

 
 

１
万
～
３
万
未
満
 

 
 

 
 

 
 

 
 

１
千
～
１
万
未
満
 

 
  
 
 1
 

 
  
 
  
 
 3
,
55
0 

 
  
 
  

 
  
 
  

 
  
 
  
  

 
  
 
 2
 

 
  
 
  
 
15
,
69
2 

 
  
 
 3
 

 
  
 
  
 
19
,
24
2 

5
00
 ～

１
千
未
満
 

 
  
 
 5
 

 
  
 
  
 
 4
,
77
9 

 
  
 
  

 
  
 
  

 
  
 
  
  

 
 

 
  
 
 5
 

 
  
 
  
 
 4
,
77
9 

0
 ～

50
0
未
満
 

 
  
 
 7
 

 
  
 
  
 
 1
,
23
3 

 
  
 
  

 
  
 
  
  

 
  
 
 1
 

 
  
 
  
 
  
 
24
0 

 
  
 
 8
 

 
  
 
  
 
 1
,
47
3 

小
 
 

計
 

 
  
 
13
 

 
  
 
  
 
 9
,
56
2 

 
  
  

 
  
 
  
 

 
  
 
 3
 

 
  
 
  
 
15
,
93
2 

 
  
 
16
 

 
  
 
  
 
25
,
49
4 

第
 

四
 

石
 

油
 

類
 

10
万
以
上
 

 
 

 
 

 
 

 
 

５
万

～
10

万
未
満
 
 

 
 

 
 

 
 

 
３

万
～
５
万
未
満
 

 
 

 
 

 
 

 
 

１
万
～
３
万
未
満
 

 
  
 
  

 
 

 
 

 
 

 
１

千
～
１
万
未
満
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5
00
 ～

１
千
未
満
 

 
  
 
  

 
  
 
  
 
  
  

 
 

 
 

 
 

0
 ～

50
0
未
満
 

 
  
 
 1
 

 
  
 
  
 
  
 
 1
5
.0
 

 
 

 
 

 
  
 
 1
 

 
  
 
  
 
  
 
 1
5
.0
 

小
 
 

計
 

 
  
 
 1
 

 
  
 
  
 
  
 
 1
5
.0
 

 
 

 
 

 
  
 
 1
 

 
  
 
  
 
  
 
 1
5
.0
 

そ
の

他
（

移
動

タ
ン

ク
を

除
く

）
 

 
  
 
67
 

 
  
 
  
 
12
,
71
4 

 
  
  

 
  
  

 
  
 
  
 
  
 

 
  
 
 1
 

 
  
 
  
 
  
 
 1
3
  

 
  
 
68
 

 
  
 
  
 
12
,
72
7 

取
扱

所
 

 
  
 
31
 

 
  
 
  
 
 5
,
09
3 

 
  
 
  

 
  
 
 2
 

 
  
 
  
 
  
 
 7
0 

 
  
 
 3
 

 
  
 
  
 
 1
,
39
1 

 
  
 
36
 

 
  
 
  
 
 6
,
55
4 

合
  

  
 
  
 
  
 
  
 計

 
 
  
1
21
 

 
  
 
  
 
30
,
94
6
.5
 

 
  
 
  

 
  
 
 2
 

 
  
 
  
 
  
 
 7
0 

 
  
 
 8
 

 
  
 
  
 
17
,
43
6 

 
  
1
31
 

 
  
 
  
 
48
,
45
2
.5
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事
 
業

 
所
 

名
 

花
王

株
式

会
社

和
歌

山
工

場
 

大
岩

石
油

株
式

会
社

 
青

岸
油

槽
所
 

Ｅ
Ｎ

Ｅ
Ｏ
Ｓ

和
歌
山

石
油
精

製
 

株
式

会
社

海
南

工
場
 

日
本

製
鉄

株
式

会
社

 
関

西
製

鐵
所

（
海

南
）
 

コ
ス

モ
石

油
ル

ブ
リ

カ
ン

ツ
 

株
式

会
社

下
津

工
場
 

区
分
 

品
名
 

タ
ン
ク

容
量

(k
)
 

施
設
数
 

許
 
可

 
数

 
量
 

施
設

数
 

許
 
可

 
数
 

量
 

施
設

数
 

許
 
可

 
数
 

量
 

施
設
数
 

許
 
可
 
数
 
量
 

施
設
数
 

許
 
可
 
数
 
量
 

製
造

所
 

1
9 

1
4,
3
90
 

 
 

1
2 

2
3,
4
57
 

 
 

 
 

貯
 

       蔵
 

       所
 

屋
 

 外
 

 タ
 

 ン
 

 ク
 

 貯
 

 蔵
 

 所
 

石
 

       油
 

       類
 

第
 

一
 

石
 

油
 

類
 

10
万
以
上
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

５
万

～
10

万
未
満
 

 
 

 
 

 
  
 
  

 
  
 
  

 
 

 
 

３
万
～
５
万
未
満
 

 
 

 
 

 
  
 
  

 
  
 
  
 

 
 

 
 

１
万
～
３
万
未
満
 

 
 

 
 

 
  
 
 1
 

 
  
 
  
2
7,
0
00
 

 
 

 
 

１
千
～
１
万
未
満
 

 
 

 
  
 
 2
 

 
  
 
  
 
4,
5
34
 

 
  
 
 3
 

 
  
 
  
1
3,
5
00
 

 
 

 
 

5
00
～
１
千
未
満
 

 
  
 
  

 
  
 
  
 
  

 
  
 
 8
 

 
  
 
  
 
4,
8
77
 

 
  
 
 1
 

 
  
 
  
 
  
9
80
 

 
 

 
 

0
 ～

50
0
未
満
 

 
  
 
 8
 

 
  
 
  
 
  
2
17
 

 
  
 
 1
 

 
  
 
  
 
  
3
10
 

 
  
 
 2
 

 
  
 
  
 
  
5
74
 

 
 

 
 

小
 
 

計
 

 
  
 
 8
 

 
  
 
  
 
  
2
17
 

 
  
 
11
 

 
  
 
  
 
9,
7
21
 

 
  
 
 7
 

 
  
 
  
4
2,
0
54
 

 
 

 
 

第
 

二
 

石
 

油
 

類
 

10
万
以
上
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

５
万

～
10

万
未
満
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

３
万
～
５
万
未
満
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

１
万
～
３
万
未
満
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

１
千
～
１
万
未
満
 

 
 

 
 

 
  
 
11
 

 
  
 
  
4
9,
1
00
 

 
  
 
  

 
  
 
  
  

 
 

5
00
～
１
千
未
満
 

 
  
  

 
  
 
  
  

 
  
 
 5
 

 
  
 
  
 
3,
9
76
 

 
  
 
  

 
  
 
  
 
  
 

 
  
 
  

 
  
 
  
  

 
 

0
 ～

50
0
未
満
 

 
  
 
35
 

 
  
 
  
 
1,
7
88
 

 
  
 
  

 
  
 
  
  

 
  
 
 2
 

 
  
 
  
 
  
 
11
.
2 

 
  
 
  

 
  
 
  
  

 
 

小
 
 

計
 

 
  
 
35
 

 
  
 
  
 
1,
7
88
 

 
  
 
 5
 

 
  
 
  
 
3,
9
76
 

 
  
 
13
 

 
  
 
  
4
9,
1
11
.
2 

 
  
 
  

 
  
 
  
  

 
 

第
 

三
 

石
 

油
 

類
 

10
万
以
上
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

５
万

～
10

万
未
満
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

３
万
～
５
万
未
満
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

１
万
～
３
万
未
満
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

１
千
～
１
万
未
満
 

 
  
 
 1
 

 
  
 
  
 
1,
0
80
  

 
 

 
  
 
16
 

 
  
 
  
7
5,
0
50
 

 
  
 
  

 
  
 
  
  

 
  
 
  

 
  
 
  
  

5
00
～
１
千
未
満
 

 
  
 
 7
 

 
  
 
  
 
6,
9
65
 

 
  
 
 6
 

 
  
 
  
 
4,
2
08
.
6 

 
  
 
16
 

 
  
 
  
1
5,
6
80
 

 
  
 
  

 
 
  
 
 1
 

 
  
 
  
 
  
5
00
 

0
 ～

50
0
未
満
 

 
  
1
31
 

 
  
 
  
1
3,
1
12
 

 
  
 
 6
 
 
  
 
  
 
  
9
35
.
27
5 

 
  
 
79
 

 
  
 
  
1
6,
2
54
 

 
  
 
 2
 

 
  
 
  
 
  
 
80
 

 
  
 
 9
 

 
  
 
  
 
1,
1
05
 

小
 
 

計
 

 
  
1
39
 

 
  
 
  
2
1,
1
57
 

 
  
 
12
 
 
  
 
  
 
5,
1
43
.
87
5 

 
  
1
11
 

 
  
 
 1
0
6,
9
84
 

 
  
 
 2
 

 
  
 
  
 
  
 
80
 

 
  
 
10
 

 
  
 
  
 
1,
6
05
 

第
 

四
 

石
 

油
 

類
 

10
万
以
上
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

５
万

～
10

万
未
満
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

３
万
～
５
万
未
満
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

１
万
～
３
万
未
満
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

１
千
～
１
万
未
満
 

 
 

 
 

 
  
 
 8
 

 
  
 
  
3
0,
7
00
 

 
 

 
  
 
 4
 

 
  
 
  
2
0,
3
50
 

5
00
～
１
千
未
満
 

 
 

 
 

 
  
 
16
 

 
  
 
  
1
5,
0
50
 

 
 

 
  
 
 6
 

 
  
 
  
 
4,
9
60
 

0
 ～

50
0
未
満
 

 
  
 
34
 

 
  
 
  
 
2,
8
02
 

 
 

 
  
 
15
 

 
  
 
  
 
5,
4
25
 

 
  
 
 3
 

 
  
 
  
 
  
 
45
 

 
  
 
 9
 

 
  
 
  
 
1,
3
41
 

小
 
 

計
 

 
  
 
34
 

 
  
 
  
 
2,
8
02
 

 
 

 
  
 
39
 

 
  
 
  
5
1,
1
75
 

 
  
 
 3
 

 
  
 
  
 
  
 
45
 

 
  
 
19
 

 
  
 
  
2
6,
6
51
 

そ
の

他
（

移
動

タ
ン

ク
を

除
く

）
 

 
  
 
17
 

 
  
 
  
 
3,
1
31
 

 
  
 
 1
 

 
  
 
  
 
  
 
80
 

 
  
 
31
 

 
  
 
  
1
0,
1
07
.
8 

 
  
 
20
 

 
  
 
  
 
  
1
02
.
4 

 
  
 
 6
 

 
  
 
  
1
2,
5
10
.
6 

取
扱

所
 

 
  
 
42
 

 
  
 
  
9
,7
2
3 

 
  
 
 2
 

 
  
 
  
 
2,
0
15
 

 
  
 
16
 

 
  
 
 1
1
2,
4
24
.
0 

 
  
 
10
 

 
  
 
  
 
  
2
12
.
4 

 
  
 
 9
 

 
  
 
  
 
6,
2
54
.
6 

合
  

  
 
  
 
  
 
  
 計

 
 

 
  
2
94
 

 
  
 
  
5
3,
2
08
 

 
  
 
31
 
 
  
 
  
2
0,
9
35
.
87
5 

 
  
2
29
 

 
  
 
 3
9
5,
3
13
.
0 

 
  
 
35
 

 
  
 
  
 
  
4
39
.
8 

 
  
 
44
 

 
  
 
  
4
7,
0
21
.
2 
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事
 
業

 
所
 

名
 

Ｅ
Ｎ

Ｅ
Ｏ

Ｓ
株

式
会

社
 

和
歌

山
製

造
所
 
関

西
電

力
株

式
会

社
 

御
坊

発
電

所
 

合
  
  
 
  
 計

 

区
分
 

品
名
 

タ
ン

ク
容

量
(k

)
 
施
設
数
 

許
 
可

 
数
 
量
 

施
設

数
 

許
 

可
 
数

 
量
 

施
設

数
 

許
 

可
 
数

 
量
 

製
造

所
 

 
  
 
33
 

 
  
 
 1
0
3,
0
28
 

 
 
 
  
 
66
 

 
  
 
 1
4
1,
8
69
.
5 

貯
 

       蔵
 

       所
 

屋
 

 外
 

 タ
 

 ン
 

 ク
 

 貯
 

 蔵
 

 所
 

石
 

       油
 

       類
 

第
 

一
 

石
 

油
 

類
 

10
万
以
上
 

 
  
 
11
 

 
  
1
,1
5
1,
5
85
 

 
 
 
  
 
11
 

 
  
1
,1
5
1,
5
85
 

５
万

～
10

万
未
満
 
 
  
 
11
 

 
  
7
45
,
07
1 

 
  
 
 3
 

 
  
 
 1
8
0,
0
00
 
 
  
 
14
 

 
  
 
 9
2
5,
0
71
 

３
万
～
５
万
未
満
 

 
  
 
  

 
  
 
  

 
 

 
  
 
  

 
  
 
  

１
万
～
３
万
未
満
 
 
  
 
 8
 

 
  
 
 1
6
9,
7
76
 

 
 

 
  
 
9 

 
  
 
 1
9
6,
7
76
 

１
千
～
１
万
未
満
 
 
  
 
33
 

 
  
 
 2
2
1,
8
23
 

 
 
 
  
 
38
 

 
  
 
 2
3
9,
8
57
 

5
00
 ～

１
千
未
満
 
 
  
 
 5
 

 
  
 
  
 
4,
8
85
 

 
 
 
  
 
16
 

 
  
1
2,
7
22
 

0
 ～

50
0
未
満
 

 
  
 
22
 

 
  
 
  
 
4,
4
85
 

 
 
 
  
 
36
 

 
  
 
  
 
6,
1
28
 

小
 
 

計
 

 
  
 
90
 

 
  
2
,2
9
7,
6
25
 
 
  
 
 3
 

 
  
 
 1
8
0,
0
00
 
 
  
1
24
 

 
  
2
,5
3
2,
1
39
 

第
 

二
 

石
 

油
 

類
 

10
万
以
上
 

 
 

 
 

 
 

５
万

～
10

万
未
満
 

 
  
  

 
  
 
  
 
 
  
 
 1
 

 
  
 
  
6
0,
0
00
 
 
  
 
 1
 

 
  
 
  
6
0,
0
00
 

３
万
～
５
万
未
満
 
 
  
 
 5
 

 
  
 
 1
9
2,
0
40
 

 
 
 
  
 
 5
 

 
  
 
 1
9
2,
0
40
 

１
万
～
３
万
未
満
 
 
  
 
14
 

 
  
 
 3
4
0,
4
46
 

 
 
 
  
 
14
 

 
  
 
 3
4
0,
4
46
 

１
千
～
１
万
未
満
 
 
  
 
19
 

 
  
 
 1
3
9,
6
93
 
 
  
 
 2
 

 
  
 
  
 
6,
0
00
 
 
  
 
32
 

 
  
 
 1
9
4,
7
93
 

5
00
 ～

１
千
未
満
 
 
  
 
 8
 

 
  
 
  
 
7,
6
40
 

 
 
 
  
 
13
 

 
  
 
  
1
1,
6
16
 

0
 ～

50
0
未
満
 

 
  
 
24
 

 
  
 
  
 
6,
8
30
 

 
 
 
  
 
64
 

 
  
 
  
 
8,
7
75
.
2 

小
 
 

計
 

 
  
 
70
 

 
  
 
 6
8
6,
6
49
 
 
  
 
 3
 

 
  
 
  
6
6,
0
00
 
 
  
1
29
 

 
  
 
 8
0
7,
6
70
.
2 

第
 

三
 

石
 

油
 

類
 

10
万
以
上
 

 
 

 
 

 
 

５
万

～
10

万
未
満
 

 
  
 
  

 
  
 
  

 
  
 
  

 
  
  

 
  
 
  

 
  
 
  

３
万
～
５
万
未
満
 

 
  
 
  

 
  
 
  
 

 
 

 
  
 
  

 
  

１
万
～
３
万
未
満
 
 
  
 
11
 

 
  
 
 2
3
3,
7
04
 

 
 
 
  
 
11
 

 
  
 
 2
3
3,
7
04
 

１
千
～
１
万
未

満
 
 
  
 
11
 

 
  
 
  
7
3,
7
12
 

 
  
 
  

  
 
  
 
31
 

 
  
 
 1
6
9,
0
84
 

5
00
 ～

１
千
未
満
 
 
  
 
 6
 

 
  
 
  
 
5,
6
02
 

 
 
 
  
 
41
 

 
  
 
  
3
7,
7
34
.
6 

0
 ～

50
0
未
満
 

 
  
 
37
 

 
  
 
  
1
1,
2
32
 

 
 
 
  
2
72
 
 
  
 
  
4
4,
1
91
.
27
5 

小
 
 

計
 

 
  
 
65
 

 
  
 
 3
2
4,
2
50
 

 
  
 
  

 
 
  
3
55
 
 
  
 
 4
8
4,
7
13
.
87
5 

第
 

四
 

石
 

油
 

類
 

10
万
以
上
 

 
 

 
 

 
 

５
万

～
10

万
未
満
 

 
 

 
 

 
 

３
万
～
５
万
未
満
 

 
 

 
 

 
 

１
万
～
３
万
未
満
 
 
  
 
 1
 

 
  
 
  
1
3,
3
70
 

 
 
 
  
 
 1
 

 
  
 
  
1
3,
3
70
 

１
千
～
１
万
未
満
 
 
  
 
16
 

 
  
 
 7
6
,3
6
3 

 
 
 
  
 
28
 

 
  
 
12
7
,4
1
3 

5
00
 ～

１
千
未
満
 
 
  
 
12
 

 
  
 
  
1
1,
9
09
 

 
 
 
  
 
34
 

 
  
 
  
3
1,
9
19
 

0
 ～

50
0
未
満
 

 
  
 
57
 

 
  
 
  
1
2,
5
72
 

 
 
 
  
1
19
 

 
  
 
  
2
2,
2
00
 

小
 
 

計
 

 
  
8
6 

 
  
 
 1
1
4,
2
14
 

 
 
 
  
1
82
 

 
  
 
19
4
,9
0
2 

そ
の

他
（

移
動

タ
ン

ク
を

除
く

）
 
 
  
 
 7
 

 
  
 
  
 
  
3
00
 
 
  
 
 1
 

 
  
 
  
 
  
 
18
 
 
  
1
51
 

 
  
 
  
3
8,
9
76
.
8 

取
扱

所
 
 
  
 
24
 

 
  
 
 8
3
0,
9
26
 
 
  
 
 7
 

 
  
 
 1
1
3,
4
05
.
6 

 
  
1
46
 

 
  
1
,0
8
1,
5
14
.
6 

合
  

 
 

 
 

 
 
計
 

 
  
3
75
 

 
  
4
,3
5
6,
9
92
 
 
  
 
14
 

 
  
 
 3
5
9,
4
23
.
6 

 
1,
1
53
 
 
  
5
,2
8
1,
7
85
.
97
5 
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８
－
１
 
 
特
定
事
業
所
別
危
険
物

（
第
四

類
を
除
く
）
及
び

可
燃
性
固
体
類
等
一
覧
表

 

事
業

所
名

 

日
 

本
 
製

 
鉄

 
㈱

 
関

 
西
 
製

 
鉄
 

所
（

 
和
 
歌

 
山

 
）
 
（

 
合
 

同
 
事
 
業
 

所
 
）
 

日
本

製
鉄

㈱
関

西
製

鉄
所

（
 
和
 

歌
 
山

 
）
 

 
 

 
種
類
 

 種
別

 

製
 
造

 
所
 

貯
 

蔵
 
所
 

取
 
扱

 
所
 

施
設

数
 

許
可

数
量
 

（
ｔ

）
 

施
設
数
 

許
可
数
量
 

（
ｔ
）
 

施
設
数
 

許
可
数
量
 

（
ｔ
）
 

第
一

類
危
険

物
 
 

 
 

 
 
  

 1
 

 
  

 0
.
6 

第
二

類
危
険

物
 
 

 
 

 
 

 

第
三

類
危
険

物
 
 

 
 

 
 

 

第
五

類
危
険

物
 
 

 
 

 
 
  

 1
 

 
  

 2
.
6 

第
六

類
危
険

物
 
 

 
 

 
 

 

計
 

 
 

 
 

 
  

 2
 

 
  

 3
.
2 

可
燃

性
固
体

類
 
 

 
 
  

 3
9 

 
  

 1
9
.2
 

 
  

  
6 

 
  

 6
8
.0
 

可
燃

性
液
体

類
 
 

 
 
  

 4
0 

 
  

 4
5
.0
 

 
  

  
4 

 
  
 1
9
6.

0 

 

事
業

所
名

 

日
本

製
鉄

㈱
関

西
製

鉄
所

（
和

歌
山

）
 

（
合

同
事

業
所

）
 

花
王

㈱
和

歌
山

工
場

 
大

岩
石

油
㈱

青
岸

油
槽

所
 

小
 

 
 

 
 
計
 

 
  
  
 
 種

類
 

 種
別

 

製
 

造
 

所
 

貯
 
蔵

 
所
 

取
 
扱

 
所
 

製
 

造
 

所
 

貯
 
蔵

 
所
 

取
 
扱
 

所
 

製
 
造

 
所
 

貯
 

蔵
 
所
 

取
 

扱
 
所
 

施
設

数
 
許

可
数

量
 

（
ｔ

）
 

施
設

数
 
許

可
数

量
 

（
ｔ

）
 

施
設
数
 
許
可
数
量
 

（
ｔ
）
 

施
設
数
 
許
可
数
量
 

（
ｔ
）
 

施
設
数
 
許
可
数
量
 

（
ｔ
）
 

施
設
数
 
許
可

数
量
 

（
ｔ

）
 

施
設

数
 
許

可
数

量
 

（
ｔ

）
 

施
設

数
 
許

可
数

量
 

（
ｔ

）
 

施
設

数
 
許

可
数

量
 

（
ｔ

）
 

第
一

類
危
険

物
 
 

 
 

 
 
  
 
 1
 
 
  
 
 0
.
6 

 
  
 
 1
 
 
  
 
 0
.
4 

 
 

 
  
 
 6
 
 
  
 
0.
0
8 

 
 

 
 

 
 

第
二

類
危
険

物
 
 
  
 

 
 

 
 
  
 
  

 
  
 
  

 
  
 
 3
 
 
  
1
29
.
4 

 
  
 
 4
 
 
  
1
10
.
2 

 
  
 
 9
 
 
  
 
27
.
0 

 
 

 
 

 
 

第
三

類
危
険

物
 
 

 
 

 
 

 
 
  
 
 2
 
 
  
 
 0
.
8 

 
 

 
  
 
 6
 
 
  
 
0.
0
4 

 
 

 
 

 
 

第
五

類
危
険

物
 
 
  
  

 
 

 
 
  
 
 1
 
 
  
 
 2
.
6 

 
  
 
 5
 
 
  
 
 3
.
4 

 
 

 
  
 
 7
 
 
  
 
 1
.
1 

 
 

 
 

 
 

第
六

類
危
険

物
 
 

 
  

 
 
  
 

 
  
 
  

 
  
 
 2
 
 
  
 
0.
0
2 

 
 

 
  
 
 5
 
 
  
 
 0
.
2 

 
 

 
 

 
 

 
  
 
 計

 
 
  

 
 

 
 
  
 
 2
 
 
  
 
 3
.
2 

 
  
 
13
 
 
 1
3
4.
0
2 

 
  
 
 4
 
 
  
1
10
.
2 

 
  
 
33
 
 
  
2
8.
4
2 

 
 

 
 

 
 

可
燃

性
固
体

類
 
 

 
 
  
 
39
 
 
  
 
19
.
2 

 
  
 
 6
 
 
  
 
68
.
0 

 
  
 
17
 
 
6,
7
29
.
3 

 
  
 
 5
 
 
  
2
14
.
2 

 
  
 
22
 
 
7,
4
58
.
4 

 
 

 
  
 
 1
 

 
  
6
33
 
 

 

可
燃

性
液
体

類
 
 

 
 
  
 
40
 
 
  
 
45
.
0 

 
  
 
 4
 
 
  
1
96
.
0 

 
  
 
12
 
 
  
4
97
.
6 

 
  
 
 4
 
 
  
4
24
.
0 

 
  
 
12
 
 
  
4
34
.
2 
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事
業

所
名

 
Ｅ

Ｎ
Ｅ

Ｏ
Ｓ

和
歌

山
石

油
精

製
㈱

海
南

工
場

 
日

本
製

鉄
㈱

関
西

製
鉄

所
（

海
南

）
 

コ
ス

モ
石

油
ル

ブ
リ

カ
ン

ツ
㈱

下
津

工
場
 

 
  
  
 
 種

類
 

 種
別

 

製
 

造
 

所
 

貯
 
蔵

 
所
 

取
 
扱

 
所
 

製
 

造
 

所
 

貯
 
蔵

 
所
 

取
 
扱
 

所
 

製
 
造

 
所
 

貯
 

蔵
 
所
 

取
 

扱
 
所
 

施
設

数
 
許

可
数

量
 

（
ｔ

）
 

施
設

数
 
許

可
数

量
 

（
ｔ

）
 

施
設
数
 
許
可
数
量
 

（
ｔ
）
 

施
設
数
 
許
可
数
量
 

（
ｔ
）
 

施
設
数
 
許
可
数
量
 

（
ｔ
）
 

施
設
数
 
許
可

数
量
 

（
ｔ

）
 

施
設

数
 
許

可
数

量
 

（
ｔ

）
 

施
設

数
 
許

可
数

量
 

（
ｔ

）
 

施
設

数
 
許

可
数

量
 

（
ｔ

）
 

第
一

類
危
険

物
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

第
二

類
危
険

物
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

第
三

類
危
険

物
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

第
五

類
危
険

物
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

第
六

類
危
険

物
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
  
 
 計

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

可
燃

性
固
体

類
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
  
 
 1
 
 
  

 5
.
3 

 
 

 
 

 
 

 
 

可
燃

性
液
体

類
 
 

 
 
  
 
22
 

2
74
,
11
0 
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事
業

所
名

 
Ｅ

Ｎ
Ｅ

Ｏ
Ｓ

㈱
和

歌
山

製
造

所
 

関
西

電
力

㈱
御

坊
発

電
所

 
合
 

 
 

 
 

 
 
計
 

 
  
  
 
 種

類
 

 種
別

 

 
  
製

 
造
 

所
 

 
  
貯

 
蔵

 
所
 

 
  
取

 
扱
 

所
 

製
 
造

 
所
 

貯
 
蔵

 
所
 

取
 
扱

 
所
 

製
 
造

 
所
 

貯
 

蔵
 

所
 

取
 

扱
 

所
 

施
設

数
 
許

可
数

量
 

（
ｔ

）
 

施
設

数
 
許

可
数

量
 

（
ｔ

）
 

施
設
数
 
許
可
数
量
 

（
ｔ
）
 

施
設
数
 

許
可
数
量
 

（
ｔ
）
 

施
設
数
 

許
可
数
量
 

（
ｔ
）
 

施
設

数
 

許
可

数
量
 

（
ｔ

）
 

施
設

数
 

許
可

数
量
 

（
ｔ

）
 

施
設

数
 

許
可

数
量
 

（
ｔ

）
 

施
設

数
 

許
可

数
量
 

（
ｔ

）
 

第
一

類
危
険

物
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1 

0
.4
  

 
 

7 
0
.6
8 

第
二

類
危
険

物
 
 
  
 
 3
 
 
  
1
,3
5
9 

 
  
 
 5
 
 
  
4
,9
0
3 

 
  
 
 4
 
 
  
6
,3
4
0 

 
 

 
 

 
 

6 
1
,4
8
8.
4 

9 
5
,0
1
3.
2 

1
3 

6
,3
6
7 

第
三

類
危
険

物
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2 

0
.8
 

 
 

6 
0
.0
4 

第
五

類
危
険

物
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
5 

3
.4
 

 
 

8 
3
.7
 

第
六

類
危
険

物
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2 

0
.0
2 

 
 

5 
0
.2
 

 
  
 
 計

 
 
  
 
3 
 
 
  
1
,3
5
9 

 
  
 
 5
 
 
  
4
,9
0
3 

 
  
 
 4
 
 
  
6
,3
4
0 

 
 

 
 

 
 

1
6 

1
,4
9
3.
0
2 

9 
5
,0
1
3.
2 

3
9 

6
,3
7
1.
6
2 

可
燃

性
固
体

類
 
 

 
 
  
 
 3
 
 
  
8
,9
3
0 

 
  
 
 2
 
 
  
 
 1
1
2 

 
 

 
 

 
 

1
7 

6
,7
2
9.
3 

4
9 

9
,8
0
1.
7 

3
0 

7
,6
3
8.
4 

可
燃

性
液
体

類
 
 

 
 
  
 
 9
 
 
 4
2
,7
3
6 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
2 

4
97
.
6 

7
5 

31
7,
31
5.
0 

1
6 

6
30
.
2 

 
  
 
  
 
(注

)可
燃

性
液

体
類
の
単
位
は
立
方
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。
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９
 
 
特
定
事
業

所
別
高
圧
ガ
ス
貯
蔵

量
一
覧
表

 

事
 

 
業
 

 
所
 
 
名
 

液
 

 
 
 

 
 
化

 
 

 
 
 

 
ガ
 

 
 

 
 

 
ス
 

圧
 
 
 
 
 
 
縮
 
 
 
 
 
 

ガ
 
 
 
 
 
 

ス
 

品
 
 
 
 

名
 

基
 

数
 

型
 

式
 

貯
 

蔵
 
量

 
（
ｔ

）
 

品
 
 
 
 

名
 

型
 

式
 

貯
 
蔵

 
量
  
（
ｍ

３
) 

日
本

製
鉄

㈱
関

西
製

鉄
所
 

（
 
和

 
歌
 

山
 
）
 

 
  
 Ｌ

Ｐ
Ｇ
 

 
  
 〃

 
 
  
 〃

 
 
  
 窒

素
 

 
  
 〃

 
 
  
 〃

 
 
  
 〃

 
 
  
  

 
  
 １

 
 
  
 １

 
 
  
 ４

 
 
  
 ２

 
 
  
 １

 
 
  
 １

 
 
  
 ２

 

 

円
筒

横
置
型
 

 
  
 〃

 
 
  
 〃

 
 
  
 〃

 
円

筒
縦

置
型

 
  
 〃

 
 枕

 
 

型
 

 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
 9
0 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
 2
5 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
 1
5 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
 1
0 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
 1
0
.9
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
7
.1
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
15
0
  
  
  

 

 

 
  
 酸

素
 

 
  
 窒

素
 

 
  
 
  
 
  
 
  
〃

 
 
  
 
  
 
  
 
  
〃

 
 
  
  

 
 
 

〃
 

 
  
 
  

 
 

 〃
 

 
 
空

気
 

 
  
 
  
 
  
 
  
〃

 
 
  
 
  
 
  
 
  
〃

 
 
  
 
  
 
  
 
  
〃

 
 
  
 
  
 
  
 
  
〃

 
 
 窒

素
・
ヘ
リ
ウ
ム
・
混
合
ガ
ス
 

 球
 
 

形
 

 
  
 〃

 
〃

 
 
 

〃
 

円
筒
縦
置
型
 

 枕
 
 

型
 

円
筒
縦
置
型
 

 
  
 〃

 
 
  
 〃

 
 
  
 〃

 
 
 

〃
 

円
筒
横
置
型
 

 
  
 
  
 
  
 
50
0×

3
 基

  
  

  
 

 
  
 
  
 
  
 
40
0×

2
 基

  
  

  
 

 
  
 
  
 
  
 
 1
0×

1
 基

  
  

  
  

 
  
 
  
 
  
 
1.
2×

3
 基

  
  

  
 

 
  
 
  
 
  
 
 2
0×

2
 基

 
 
  
 
  
 
 1
0
5.
7×

2
 基

 
  

 
 
 

 3
.5
×
1
 基

 
 
  
 
  
 
  
 
3.
0×

1
 基

 
 
  
 
  
 
  
 
2.
6×

3
 基

  
  

  
 

 
  
 
  
 
  
 
2.
1×

3
 基

 
 
  
 
  
 
  
 
2.
0×

3
 基

 
 
  
 
  
 
  
 
0.
7×

10
基
 

 

エ
ア

・
ウ

ォ
ー

タ
ー

㈱
 

 和
歌

山
工

場
 

 
  
 液

化
酸

素
 

 
  
 〃

 
 
  
 〃

 
 
  
 液

化
ア

ル
ゴ

ン
 
  
 

 
  
 〃

 
 
  
 液

化
窒

素
 

 
  
 〃

 
 
  
 液

化
炭

酸
ガ

ス
 

 
  
 １

 
 
  
 ３

 
 
  
 ２

 
 
 １

０
 

 
  
 ４

 
 
  
 ２

 
 
  
 １

 
 
  
 １

 
 
  
  

 球
 

 
型
 

 竪
 

 
型
 

 枕
 

 
型
 

 竪
 

 
型
 

 枕
 

 
型
 

 竪
 

 
型
 

 枕
 

 
型
 

 竪
 

 
型
 

  

 
  
 
  
 
  
 
  
 
50
0 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
40
1
.5
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
10
0 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
72
0 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
30
0 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
21
6 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
 2
0 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
 3
0 

 
  
 酸

素
 

 
  
 窒

素
 

 
  
 〃

 

  

 球
 
 

形
 

 球
 
 

形
 

 縦
 置

 型
 

  

 
  
 
  
 
  
 
40
0×

6
基

 
 
  
 
  
 
  
 
40
0×

1
基

 
 

  
  
 
  
 
  
7×

1
基
 

  

和
歌

山
共

同
火

力
㈱
 
 
  
 炭

酸
ガ

ス
 

 
 ボ

ン
ベ
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
0
.1
96
 

 
  
 水

素
 

 
  
 窒

素
 

ボ
ン
ベ
 

ボ
ン
ベ
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
23
8 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
23
8 

 

花
王

㈱
和

歌
山

工
場
 

 
  
 ア

ン
モ

ニ
ア

 
 
  
 酸

化
エ

チ
レ

ン
 

 
  
 ク

ロ
ル

メ
チ

ル
 

 
  
 モ

ノ
メ

チ
ル

ア
ミ

ン
 

 
  
 液

化
窒

素
 

 
  
 １

 
 
  
 ２

 
 
  
 １

 
 
  
 １

 
 
  
 １

 

 円
 

 
筒
 

 
  
 〃

 
 
  
 〃

 
 
  
 〃

 
 
  
 〃

 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
 1
5
.9
4 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
18
3
.2
0 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
 1
7
.4
97
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
 1
3
.9
51
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
 3
6
.0
00
 

 

 
  
 水

素
 

 

 球
 
 

形
 

 

 
  
 
  
 
  
 
40
0×

3
基

 
 
  
 
  

Ｅ
Ｎ

Ｅ
Ｏ

Ｓ
和

歌
山

 
 石

油
精

製
㈱

海
南

工
場
 

 
  
 液

化
石

油
ガ

ス
 

 

 
  
 ３

 

 

 球
 

 
形
 

 

 
  
 
  
 
  
 
 1
,
06
4 
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事
 

 
業
 

 
所
 
 
名
 

液
 

 
 
 

 
 
化

 
 

 
 
 

 
ガ
 

 
 

 
 

 
ス
 

圧
 
 
 
 
 
 
縮
 
 
 
 
 
 

ガ
 
 
 
 
 
 

ス
 

品
 
 
 
 

名
 

基
 

数
 

型
 

式
 

貯
 

蔵
 
量

 
（
ｔ

）
 

品
 
 
 
 

名
 

型
 

式
 

貯
 
蔵

 
量
  
（
ｍ

３
) 

日
本

製
鉄

㈱
関

西
製

鉄
所

 
（

海
 

南
）
 

 
 

 
 

 
 

 

Ｅ
Ｎ

Ｅ
Ｏ

Ｓ
㈱
 

和
歌

山
製

造
所
 

 
  
 Ｌ

Ｐ
Ｇ
 

 
  
 〃

 
 
  
 〃

 

 
  
 ８

 
 
 １

２
 

 
  
 ２

 

 球
 

 
形
 

 縦
 

 
型
 

 低
 

 
温
 

 
  
 
  
 
  
 
 5
,
65
5 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
45
6 

 
  
 
  
 
  
 
21
,
60
0 

 

 
 

 

関
西

電
力

㈱
御

坊
発

電
所
 
 
  
 ア

ン
モ

ニ
ア

 
 
  
 炭

酸
ガ

ス
 

 
  
 ２

 
 横

 
 

型
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
 5
0 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
1
.5
 

 
  
 水

素
 

 
  
 窒

素
 

 
 
  
 
  
 
  
 
 2
,
40
0 

 
  
 
  
 
  
 
 2
,
45
0 

 

    
 1
0
 
 
特
定
事
業
所
別
毒
物
劇
物
貯
蔵
量

一
覧
表
（
石
災
法
施
行
令

別
表
一
及
び
二
関
係
）

 

事
 

 
業
 

 
所
 

 
名
 

品
 
 
 
 

名
 

性
 

 
 
 
状
 

貯
 

 
蔵
 

 
量
 

 
  
 
  
 
  
 
 （

ｔ
）
 

貯
 
 
 
 
 

蔵
 
 
 
 
 
方
 
 
 
 
 

法
 

 
  
 
  
毒
 

 
  
 
  
劇
 

 
 ド

 
ラ
 
ム
 

 
 容

 
 
 

器
 

 
 貯

 
 
 

槽
 

 
 そ

 
の
 
他
 

日
本

製
鉄

㈱
関

西
製

鉄
所
 

（
 
和

 
歌
 

山
 
）
 

液
化

ア
ン

モ
ニ

ア
 

 
○
 

1
50
 

 
 

○
 

 

花
王

㈱
和

歌
山

工
場
 

ア
ク

リ
ロ

ニ
ト

リ
ル
 

液
体

ア
ン

モ
ニ

ア
 

 
○
 

○
 

3
.6
 

5
.3
 

 
 

○
 

○
 

 

大
岩

石
油

㈱
青

岸
油

槽
所
 

ア
ク

リ
ロ

ニ
ト

リ
ル
 

 
○
 

6
30
 

 
 

○
 

 

Ｅ
Ｎ

Ｅ
Ｏ

Ｓ
㈱
 

和
歌

山
製

造
所
 

液
体

ア
ン

モ
ニ

ア
 

 
○

 
 
5 

 
 ○

 
 

 

関
西

電
力

㈱
御

坊
発

電
所
 

液
化

ア
ン

モ
ニ

ア
 

 
○
 

5
0 

 
 

 
  
○
  
２
基
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1
1
 
 
特
定
事

業
所
別
放
射
性
同
位
元

素
保
有
量
一
覧
表

 

事
 

 
業
 

 
所
 
 
名
 

種
 
 

類
 

使
 
用

 
場
 

所
 

目
 
的
 

線
量
（
Ｇ
Ｂ
ｑ
）
 

計
数
管
の
有
無
 

日
本

製
鉄

㈱
関

西
製

鉄
所
 

（
 
和

 
歌

 
山

 
）
 

2
41
 

 
Ａ
ｍ
－
Ｂ
ｅ
（
ア
メ
リ
シ
ウ
ム

・
ベ
リ

リ
ウ

ム
）
 

2
41
 
  

 
Ａ
ｍ
－
Ｂ
ｅ
（
ア
メ
リ
シ
ウ
ム

・
ベ
リ

リ
ウ

ム
）
 

2
41
 

 
 Ａ

ｍ
－
Ｂ
ｅ
（
ア
メ
リ
シ
ウ
ム

・
ベ
リ

リ
ウ

ム
）
 

2
41
 

 
 Ａ

ｍ
（

ア
メ

リ
シ
ウ

ム
）
 

2
41
 

 
 Ａ

ｍ
（
ア
メ
リ
シ
ウ
ム
）
 

2
41
 

 
 Ａ

ｍ
（
ア
メ
リ
シ
ウ
ム
）
 

2
41
 

 
 Ａ

ｍ
（
ア
メ
リ
シ
ウ
ム
）
 

1
37
 

 
 Ｃ

ｓ
（
セ
シ
ウ
ム
）
 

1
37
 

 
 Ｃ

ｓ
（
セ
シ
ウ
ム
）
 

6
3 

 
 Ｎ

ｉ
（
ニ
ッ
ケ
ル
）
 

6
3 

 
 Ｎ

ｉ
（
ニ
ッ
ケ
ル
）
 

 

製
銑

工
場
 

第
１
高

炉
 

 製
銑

工
場
 

第
２
高

炉
 

 製
銑

工
場
 

第
５
高

炉
 

 薄
板
工
場

 
第
一
工
場
（
テ
ン
パ
ー
）

 

 薄
板

工
場
 

第
一
工

場
（

２
Ｌ
Ｌ

）
 

 薄
板

工
場
 

第
一
工

場
（

４
Ｌ
Ｌ

）
 

 薄
板

工
場
 

第
二
工

場
（

３
ス
キ

ン
パ
ス

）
 

 和
歌

山
中
径

製
管
工

場
（

Ｅ
Ｘ
Ｓ

入
側
）
 

 和
歌

山
中
径

製
管
工

場
（

Ｅ
Ｘ
Ｓ

出
側
）
 

 日
鉄

テ
ク
ノ

ロ
ジ
ー

（
株

）
〔
紀

ノ
川
分

析
室

〕
 

 日
鉄

テ
ク
ノ

ロ
ジ
ー

（
株

）
〔
環

境
省
エ

ネ
部

〕
 

 

水
分
計
測
 

 水
分
計
測
 

 水
分
計
測
 

 厚
み

計
測
 

 厚
み
計
測
 

 厚
み
計
測
 

 厚
み
計
測
 

 厚
み
計
測
 

 厚
み
計
測
 

 ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
分
析
用
 

 ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
分
析
用
 

 

 
  
  
  
74
.0
 

  
  
  
  
74
.0
 

  
  
  
  
18
.5
 

  
  
  
 1
85
.0
 

  
  
  
  
18
.5
 

  
  
  
  
18
.5
 

  
  
  
  
74
.0
 

  
  
 1
,4
80
.0
 

  
  
 3
,3
30
.0
 

  
  
  
  
 1
.6
65
 

  
  
  
  
 0
.3
70
 

 

 
  
 
  
 
 有

 

  
  
 
  
 
 有

 

  
  
 
  
 
 有

 

  
  
 
  
 
 有

 

  
  
 
  
 
 有

 

  
  
 
  
 
 有

 

  
  
 
  
 
 有

 

  
  
 
  
 
 有

 

  
  
 
  
 
 有

 

  
  
 
  
 
 有

 

  
  
 
  
 
 有
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 1
2
 
 
防
災
関
係
機
関
の
防
災
資
機
材

一
覧
表

 

 
  

  
 
  
  
種

 
別

 

         機
関
名
 

消
防

職
員
 

消
 

 
 

 
 

 
防
 
 
 
 
 
 
車
 
 
 
 
 
 

等
 

船
 
 
 

艇
 

消
 火

 油
 処

 理
 資

 材
 

そ
 

 
 の

  
 
他

 

職 員 （ 実 員 ） 

非 常 勤 （ 要 員 ） 

大 型 化 学 高 所 放 水 車 

大 型 高 所 放 水 車 

大 型 化 学 消 防 車 

泡 原 液 搬 送 車 

甲 種 普 通 化 学 消 防 車 

乙 種 普 通 化 学 消 防 車 

普 通 高 所 放 水 車 

普 通 消 防 車 

小 型 消 防 車 

小 型 動 力 ポ ン プ 積 載 車 

小 型 ポ ン プ 付 積 載 車 

そ の 他 消 防 車 

広 報 車 

救 急 車 

巡 視 船 

消 防 船 

巡 視 艇 

オ イ ル フ ェ ン ス 展 張 船 

消
 

火
 

薬
 

剤
 

(
kl

) 

(
kg

) 

乳
 

化
 

分
 

散
 

型
 

油
 

処
 

理
 

剤
 

(
kl

) 

吸
 

着
 

マ
 

ッ
 

ト
 

(
kg

) 

オ イ ル フ ェ ン ス Ｂ 型 ( ｍ) 

空 気 呼 吸 器 等 

耐 熱 防 火 服 

移 動 式 ガ ス 検 知 器 

携 帯 用 無 線 機 

防 災 ヘ リ コ プ タ ー 

和
歌

山
県

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1
36

.9
6 

2
.0

88
 

 
  

99
1 

 
(2

00
) 

 
3,

62
0 

 
 (

40
) 

 
 

1 
 
17
 
 
1 

海
 

上
 

保
 

安
 

庁
 

和
歌

山
海

上
保
安

部
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
1 

 
 
1 

 
 
0.

25
 

0
.5

4 
 
  

53
5 

 
  

 6
0 

 
 8
 
 
8 

 
2 

 
 3
 

 

田
辺

海
上

保
安

部
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
2 

 
 
1 

 
 

3
.1
 

 
  

25
5 

 
 
 8
 
 
8 

 
2 

 
 8
 

 

海
南

海
上

保
安
署
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
1 

 
 

 
1.

5 
 
  

19
2 

 
  

20
0 

 
 2
 
 
2 

 
1 

 
 3
 

 

和
歌

山
市

消
防

局
 

 
  
（

消
 防

 団
）

 

3
92
 

 

1
,4

94
 

 
 

 
 
 
1 

 
3 

 
1 

2
0 

1
1 

 
  

1
20
 

 
2
6 

1
2 

 
4 

1
6 

 
 

 
 

1
2.

28
 
0
.5

36
 

 
 
 
97
 
2
0 

1
8 

 
74
 

 

海
南

市
消

防
本

部
 

 
  
（

消
 防

 団
）

 

9
1 

  

6
75
 

 
1 

 
 
 
1 

 
 
2 

 
 
4 

 
8 

 
 
 
3 

4
2 

1
2 

 
3 

 
1 

 
4 

 
 

 
 

1
4.

00
 

 
 
2
32
.
9 

 
 
36
 
 
8 

 
4 

 
70
 

1
23
 

 

有
田

市
消

防
本

部
 

 
  
（

消
 防

 団
）

 

 
46
   

  

2
37
 

 
 
1 

 
1 

 
1 

 
 
1 

 
 
1 

1
4 

 
 
 
1 

 
7 

 
6 

 
3 

 
2 

 
 

 
 

 
37

.2
 

 
 
  

20
3 

 
 
15
 
1
0 

 
3 

1
1 

 
94
 

 

御
坊

市
消

防
本

部
 

 
  
（

消
 防

 団
）

 

 
44
 

 

 
21

2 

 
 
1 

 
1 

 
1 

 
 

 
 
4 

 
7 

 
 
 1
 

 
18
 

  
 
4 

 
1 

 
2 

 
 

 
 

 
 7
.0
 

 
 

 
 
28
 
 
2 

 
3 

 
 9
 

 
 9
 

 

 
  
合
 
 

 
 
計
 

5
73
 

 

2
,6

18
 

1 
 
2 

 
2 

 
3 

 
1 

 
6 

 
1 

2
9 

4
0 

 
1 

1
38
 

 
4 

4
9 

4
8  

1
9 5 

2
4  

 
3 

 
 
3 

 
2
07

.6
9 

7
.7

64
 
 
2,
4
08
.
9  

 
3,

88
0 

1
94
 
5
8 

3
4 

1
95
 

2
26
 

 
1 

 
  
 （

 
 ）

は
和
歌

山
下

津
港
湾
事
務
所
所
有
分
の
内
数
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 1
2
－
１
 
 
県
有
防
災
資
機
材
配
備
状

況
（
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
災
害

用
）

 

地
 

区
 

名
 

オ
イ

ル
フ

ェ
ン

ス
巻

取
機

及
び

オ
イ

ル
フ

ェ
ン

ス
 

消
 
 
 
 

火
 
 
 
 

薬
 
 
 
 

剤
 

油
処

理
剤

、
油

吸
着

マ
ッ

ト
及

び
散

布
用

ホ
ー

ス
・

ノ
ズ

ル
 

保
 
 

管
 
 

場
 
 

所
 

数
量
 

（
ｍ

）
 

基
 数

 

（
台
）
 

保
 
 
管

 
 
場

 
 
所
 

界
面
 

活
性
剤
 

(
) 

水
性
膜
泡
 

(
) 

耐
ｱ
ﾙｺ
ｰ
ﾙ 

用
泡
(

) 
保
 
 

管
 

 
場

 
 
所
 

油
処

理
剤
 

1
8

／
缶
 

油
吸

着
ﾏ
ｯ
ﾄ 

1
00

枚
／

箱
 

ホ
ー

ス
 

（
本

）
 

ノ
ズ

ル
 

（
本

）
 

北
  

部
  

地
  

区
 

日
本

製
鉄

㈱
 

関
西

製
鉄

所
 

（
 

和
 

歌
 
山

 
）

 

 

和
歌

山
下
津

港
和
歌
山
港
区
 

（
花

王
㈱
和

歌
山
工
場
管
理
）
 

（
和
歌
山

下
津
港

湾
事

務
所

管
理

）
 

     

 
  
 
  
 
60
 

 
和

歌
山

市
北

消
防
署
 

 和
歌

山
市
防

災
資
機

材
倉

庫
 

 県
防

災
倉
庫
 

 
 
  
2
,2
0
0    

1
,0
0
0 

  

 
 1
,
00
0  

和
歌

山
下
津
港
湾
事
務
所
管
理
 
 

 
  
 
 3
2
箱

 

(
15
0
枚
/箱

) 

 
 

小
 

 
 
 
 

計
 

6
0 

 
小

 
 

 
 

 
計
 

 
3
,2
0
0 

1
,0
0
0 

小
 
 
 
 
 

計
 

 
32

箱
 

 
 

中
 

部
 

地
 

区
 

Ｅ
Ｎ

Ｅ
Ｏ

Ｓ
和

歌
山

 

石
油

精
製

㈱
海

南
工

場
内
 

 

日
本

製
鉄

㈱
 

関
西

製
鉄
所
（
海
南
）
内
 

 
 

海
南

市
冷
水
(貯

蔵
タ
ン

ク
) 

 海
南

市
消
防

署
 

 
 
 3
4
,0
0
0 

 
  

 
  
6
,6
0
0 

   

 
1,
0
00
 

Ｅ
Ｎ

Ｅ
Ｏ

Ｓ
和

歌
山

 

石
油

精
製

㈱
海

南
工

場
内
 

 

 
  
 
 2
6
缶
 

 
  
 
  
5
箱
 

 
  
 
 1
4
本
 

 
  
 
 １

本
 

 
  
 
 小

 
 
 
 
 
計
 

 
 

 
  
 
 小

 
 
 

 
 
計
 

  
4
0,
6
00
 
 
 1
,
00
0 

 
  
 
 小

 
 
 
 
 
計
 

 
  
 
 2
6
缶
 

 
  
 
  
5
箱
 

 
  
 
 1
4
本
 

 
  
 
 １

本
 

南
  

部
  

地
  

区
 

Ｅ
Ｎ

Ｅ
Ｏ

Ｓ
㈱
 

和
歌

山
製

造
所

内
 

海
南

市
側
 

有
田

市
側
 

  

 
  
    

 
 
1,
5
00
 

 
  
 
2,
0
00
 

    5
00
ｍ
巻

 ３
基
 

5
00
ｍ
巻

 ４
基
 

海
南

市
下
津

町
下
津
 

(貯
蔵

タ
ン

ク
) 

 海
南

市
下
津

消
防
署
 

 有
田
市

港
訓
練
場

(
貯
蔵
タ

ン
ク

)
 

 有
田

市
港
訓

練
場
 

 
 
 3
3
,0
3
0  

 
  
 

 
 6
,6
0
0    

3
5,
0
00
 

 

 
  
 
  

 
  

 
 1
,
00
0   

 
1,
0
00
  

コ
ス

モ
石

油
ル

ブ
リ

カ
ン

ツ
㈱
 

下
津

工
場
 

 

Ｅ
Ｎ

Ｅ
Ｏ

Ｓ
㈱
 

和
歌

山
製

造
所

内
 

 

有
田
振
興
局
建
設
部
 

 
  
 
 2
0
缶
   

 
  
 
 4
0
缶
 

 
  
 
 1
3
箱

   

 
  
 
 1
5
箱

  

 
  
 
  

17
箱
 

 
  
 
 1
4
本
   

 
  
 
 1
4
本
  

 
  
 
 １

本
   

 
  
 
 １

本
 

 
  
 
 小

 
 
 
 
 
計
 

 
  
 
3,
5
00
 
 

 
  
 
 小

 
 
 

 
 
計
 

 
  

 
 7
4
,6
3
0 

 
 2
,
00
0 

 
  
 
 小

 
 
 
 
 
計
 

 
  
 
 6
0
缶
 

 
  
 
 4
5
箱
 

 
  
 
 2
8
本
 

 
  
 
 ２

本
 

御
 

坊
 

地
 

区
 

日
高

振
興
局
建
設
部
 

 

 
  
 
  
1
20
  

 
御

坊
市

消
防

署
 

 
1
3,
2
00
 
 
 1
,
00
0 

 
 

 
 

 

 
  
 
 小

 
 
 
 
 
計
 

 
  
 
  
1
20
 

 
 
  
 
 小

 
 
 

 
 
計
 

 
1
3,
2
00
 
 
 1
,
00
0 

 
  
 
 小

 
 
 
 
 
計
 

 
 

 
 

合
 

計
 

 
 
  
 
3,
6
80
 

5
00
ｍ
巻

 7
基
 
 

 
1
31
,
63
0 

 
 5
,
00
0 

 
 
  
 
 8
6
缶
 

 
  
 
 3
2
箱

 

(
15
0
枚
/箱

) 

 
  
 
 5
0
箱
 

 
  
 
 4
2
本
 

 
  
 
 ３

本
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 1
3
 
 
自
衛
防
災
組
織
の
防
災
資
機
材

一
覧
表

 

特
 

別
 

防
 

災
 

区
 

域
 

  
  
  
 
  
  
 
  
  

 種
 

別
 

      特
定

事
業

所
名
 

 

防
災

要
員
 

消
 
 
 
 
 
 

防
 
 
 
 
 
 
車
 

船
 
 
 

艇
 

消
火

薬
剤
 

油
処

理
資

材
 

そ
 

 
の

 
 
他
 

専 任 

兼 任 

大 型 化 学 高 所 放 水 車 

大 型 高 所 放 水 車 

大 型 化 学 消 防 車 

泡 原 液 搬 送 車 

甲 種 普 通 化 学 消 防 車 

乙 種 普 通 化 学 消 防 車 

普 通 高 所 放 水 車 

普 通 消 防 車 

小 型 消 防 車 

そ の 他 消 防 車 

広 報 車 

救 急 車 

バ キ ュ ー ム 車 

消 防 艇 

油 回 収 船 

オ イ ル フ ェ ン ス 展 張 船 

固
定

 
 泡
 

(
k
) 

 
粉
末

 
(
kg
) 

移
動

 
可

能
 

 泡
 

(
k

) 
 

粉
末

 
(
kg

) 

乳
 

化
 

分
 

散
 

型
 

油
 

処
 

理
 

剤
 

(
k

) 

吸
 

着
 

マ
 

ッ
 

ト
 

(
kg

) 
 

オ イ ル フ ェ ン ス Ｂ( ｍ) 

空 気 呼 吸 器 等 

耐 熱 防 火 服 

移 検 動 式 知 ガ ス 器 
携 帯 用 無 線 機 

 和
 

 歌
 

 山
 

 北
 

 部
 

 地
 

 区
 

日
本

製
鉄

㈱
 

関
西

製
鉄

所
 

（
 
和

 
歌
 

山
 
）
 

 
エ

ア
・

ウ
ォ

ー
タ

ー
㈱

 
和

歌
山

工
場

 
 

和
歌

山
共

同
火

力
㈱
 

 
大

岩
石

油
㈱

 
青

岸
油

槽
所

 
 

花
王

㈱
和

歌
山

工
場
 

9
6 

 
92
 

 
2 

 
2 

 
 
3 

 
 
 
2 

 
 

3 
2 

 
 
 1
 

 
 
  
1 

 
97

.9
 

 
4,

35
0 

2
7.

76
 

2
,4

15
 

1
.4
 

 
 2

55
 
 
2,

66
0 

1
06
 

4 
 
21

6 
 
42
 

 和
 

 歌
 

 山
 

 中
 

 部
 

 地
 

 区
 

日
本

製
鉄

㈱
 

関
西

製
鉄

所
（

海
南
）
 

 

Ｅ
Ｎ

Ｅ
Ｏ

Ｓ
和

歌
山
 

石
油

精
製

㈱
海

南
工

場
 

 
68
 

 
 

 
2 

 
3 

 
2 

 
1 

 
 

 
 

 
1 

 
1 

 
1 

 
 

    

 
(2

)  

6
1 

 
7,

50
0 

2
8.

1 

1
,7

43
 

 
1.

2 
4
,6

90
 
 
5,

86
0 

 
64
 
 
23
 
 
 4

3 
 
58
 

 和
 

 歌
 

 山
 

 南
 

 部
 

 地
 

 区
 

コ
ス

モ
石

油
ル

ブ
リ

カ
ン

ツ
㈱
 

下
津

工
場
 

 

Ｅ
Ｎ

Ｅ
Ｏ

Ｓ
㈱
 

和
歌

山
製

造
所
 

5
1 

1
05
 

3 
1 

1 
3 

 
 

 
1 

 
 

1 
 

6 
2 

1 
2 

(
1)
 

8
4.

34
 

5
1.

62
 

1
3,

90
0 

5
.4
 

6
,8

66
 

4
,7

30
 

8
0 

1
1 

3
94
 

4
8 

 御
 

 坊
 

 地
 

 区
 

関
西

電
力

㈱
御

坊
発

電
所

 
 
 7
 
 
15
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 

 
 

 
 
 
1 

 
 

 
 
 
(2

) 
 
  

27
 

1
2,

00
0 

 
  

 6

5
,6

54
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5
 
 
消
火
剤
等
防
除
資
機
材
一
覧
表

 

事
 
 

業
 

 
所

 
 

名
 

消
 
 
 
 
 
 
 
火

 
 
 
 
 
 
 

薬
 
 
 
 
 
 

 
剤
 

油
 

処
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オ
イ
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他
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Ｂ
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熱
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携
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17  特定事業所別通常時応援可能要員一覧表 

 

      事  業  所  名     昼    間 （名）     夜    間 （名） 

日 本 製 鉄 ㈱ 関 西 製 鉄 所 

（ 和 歌 山 ） 

 

５ 

 

５ 

 

花 王 ㈱ 株 式 会 社 和 歌 山 工 場 

 

４ 

 

４ 

 

ＥＮＥＯＳ和歌山石油精製㈱海南工場 

 

２ 

 

２ 

 

日 本 製 鉄 ㈱ 関 西 製 鉄 所 (海 南 ) 

 

４ 

 

４ 

 

コスモ石油ルブリカンツ㈱下津工場 

 

２ 

 

２ 

 

Ｅ Ｎ Ｅ Ｏ Ｓ ㈱ 和 歌 山 製 造 所 

 

２ 

 

２ 

 

関 西 電 力 ㈱ 御 坊 発 電 所 

 

３ 

 

３ 

 

計 

 

２２ 

 

２２ 
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              18  石油コンビナート等特別防災区域に係る防災相互応援協定状況 

 

(１)  和歌山北部臨海広域消防協議会規約 

(２)  和歌山北部臨海都市広域消防協定書 

(３)  和歌山北部臨海地域事業場消防相互応援協定書 

(４)  和歌山北部臨海都市広域消防協定及び和歌山北部臨海地域事業場消防相互応援協定に関する覚書 

(５)  和歌山北部臨海都市広域消防協定及び和歌山北部臨海地域事業場消防相互応援協定に関する細則 

(６)  和歌山県高圧ガス地域防災協議会規約 

(７)  海上保安庁の機関と消防機関との業務協定の締結に関する覚書 

(８)  和歌山海上保安部と和歌山市との消防業務協定 

(９)  和歌山海上保安部と海南市との消防業務協定 

(10)  和歌山海上保安部と有田市との消防業務協定 

(11)  田辺海上保安部と御坊市との消防業務協定 

(12)  田辺海上保安部と御坊市との消防業務協定に関する細則 

(13)  和歌山県防災資機材管理運用要綱           

(14)  和歌山県防災資機材管理運用細目           

(15)  和歌山県排出油等防除協議会会則         

(16)  和歌山県排出油等防除協議会運営要領     

(17) 災害時の応援に係る申し合わせ 
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                                  （１）和歌山北部臨海広域消防協議会規約 

                                                                                          （昭和 41 年４月 11 日制定） 

（目  的） 

第１条  本会は和歌山市、海南市、有田市及び御坊市における広域消防体制の確立とその運用の円滑化をはかり、もって社会福

 祉の増進に寄与することを目的とする。 

（名  称） 

第２条  本会の名称は、和歌山北部臨海広域消防協議会と称する。 

（事 務 局） 

第３条  本会の事務局は、会長所属関係機関内に置く。 

（組  織） 

第４条  本会は、和歌山市、海南市、有田市及び御坊市の消防長並びに日本製鉄株式会社関西製鉄所（和歌山）、花王株式会社

 和歌山工場、ＥＮＥＯＳ和歌山石油精製株式会社海南工場、ＥＮＥＯＳ株式会社和歌山製造所、コスモ石油ルブリカンツ株式

 会社下津工場、日本製鉄株式会社関西製鉄所（海南）及び関西電力株式会社御坊発電所の代表者又は消防担当責任者をもって

 組織する。 

（事  業） 

第５条  本会は、その目的を達成するために、次の事業を行う。 

  (1) 広域消防協定の作成および改正ならびに運用に関すること。 

  (2) 消防に関する研究または情報もしくは資料の交換に関すること。 

  (3) 総合消防訓練の立案実施に関すること。 

      （総合消防訓練は、毎年度１回を原則とする。） 

  (4) 消防状況視察又は調査に関すること。 

  (5) その他本会の目的達成のため必要と認める事項 

（顧問および相談役） 

第６条  本会に顧問及び相談役を置くことができる。 

２  顧問および相談役は、会員の総意により会長これを委嘱する。 

３  顧問および相談役は、会長の諮問に応ずる。 

（役  員） 

第７条  本会に、次の役員を置く。 

      会  長    １人 

      副 会 長    ２人 

      監  事    ２人 

（会  長） 

第８条  会長は、総会において会員中から選任する。 

２  会長は、本会を代表し会務を統理する。 

（副 会 長） 

第９条  副会長は、総会に諮り会員中から会長これを委嘱する。 

２  副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代理する。 

（監  事） 

第 10 条  監事は、総会に諮り会員中から会長これを委嘱する。 

２  監事は、会計を監査する。 

（役員の任期） 

第 11 条  役員の任期は、１年とする。ただし、再任を妨げない。 

２  補欠により委嘱せられた役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３  役員は、任期満了後といえども後任者が就任するまでその職務を行うものとする。 

（参  与） 

第 12 条  本会に参与若干人を置く。 

２  参与は、会長これを委嘱し本会の事務に参与する。 

（職  員） 

第 13 条  本会の事務局に次の職員を置く。 

      幹 事 長    １人 

      幹  事    若干人 

      書  記    若干人 

２  職員は、会長これを委嘱し会長の命により会務に従事する。 
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（会  議） 

第 14 条  会議は、総会および役員会とし、総会を分けて定期総会と臨時総会の２種とする。 

（定期総会） 

第 15 条  定期総会は、毎年１回以上これを開催し次の事項を議決する。 

  (1) 予算および決算に関すること。 

  (2) 事業計画に関すること。 

  (3) 規約の変更等に関すること。 

  (4) その他 

（臨時総会） 

第 16 条  臨時総会は、その都度会長これを招集する。 

（役 員 会） 

第 17 条  役員会は、その都度会長これを招集し必要事項につき審議する。 

（会議の議長） 

第 18 条  会議の議長は、会長これにあたる。 

（議事および議決） 

第 19 条  会議は、定数の３分の２以上をもってし、その議決は、出席者の過半数をもってこれを決するものとする。 

２  可否同数の場合は、議長がこれを決する。 

（会  計） 

第 20 条  本会の経費は、会費およびその他をもってこれに充てる。 

（会費の納入） 

第 21 条  会費は、１会員につき、年額 30,000 円とする。 

（会計年度） 

第 22 条  本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月 31 日をもって終わる。 

（規約の施行） 

第 23 条  本規約の施行について必要な事項は、総会の議決を経て定める。 

 

    附  則 

本規約は、昭和 41 年４月 11 日からこれを施行する。 

    附  則 

この規約は、昭和 42 年２月 17 日からこれを施行する。 

    附  則 

この規約は、昭和 45 年２月１日からこれを施行する。 

    附  則 

この規約は、昭和 46 年 10 月９日からこれを施行する。 

    附  則 

この規約は、昭和 59 年９月 14 日からこれを施行する。 

    附  則 

この規約は、昭和 60 年７月１日からこれを施行する。 

    附  則 

この規約は、昭和 61 年４月１日からこれを施行する。 

    附  則 

この規約は、昭和 62 年４月１日からこれを施行する。 

    附  則 

この規約は、昭和 63 年６月 29 日からこれを施行する。 

    附  則 

この規約は、平成元年８月１日からこれを施行する。 

    附  則 

この規約は、平成４年４月１日からこれを施行する。 

    附  則 

この規約は、平成 10 年４月 13 日からこれを施行する。 

  附  則 

この規約は、平成 13 年 11 月１日からこれを施行する。 

  附  則 

この規約は、平成 17 年４月１日からこれを施行する。 

附  則 
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この規約は、平成 24 年 10 月１日から施行する。 

  附  則 

この規約は、平成 29 年８月８日から施行する。 

  附  則 

この規約は、令和元年７月 31 日から施行する。 

  附  則 

この規約は、令和元年 12 月 12 日から施行する。 

  附  則 

この規約は、令和２年 10 月 20 日から施行する。 

  附  則 

この規約は、令和６年２月 26 日から施行する。 
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                                  （２）和歌山北部臨海都市広域消防協定書 

 

（目  的） 

第１条  この協定は、大規模災害および産業災害等の予防、鎮圧に万全を期し、併せて民心の安全を図るため、市相互の協力体

 制を確立し、不測の事態に対処することを目的とする。 

（区域および対象） 

第２条  この協定の実施区域は、和歌山市、海南市、有田市および御坊市（以下「関係市」という。）とする。 

（応援の種別） 

第３条  関係市相互に応援すべき事項は、次のとおりとする。 

  (1) 火災防御のための消防隊の派遣 

  (2) その他災害防除のための応援隊の派遣 

  (3) 救急業務のための救急隊の派遣 

  (4) その他必要資器材の援助 

  (5) 重要施設の検査および調査のための職員の派遣 

  (6) 特に必要な火災原因調査のための職員の派遣 

（応援の要請） 

第４条  関係市の区域内において災害が発生し、前条第１号から第４号までの応援を必要と認めるときは、当該市長は関係市長

 に対し応援を求めるものとする。 

２  関係市の消防長で、前条第５号または第６号の応援を必要と認めるときは、当該消防長は関係市の消防長に対し応援を求め

 るものとする。 

（応援の方法） 

第５条  第３条に規定する応援の方法は、次の各号により行う。 

  (1) 第３条第１号による応援の要請があったときは、当該市の区域内の警備に支障のない範囲において応援を行う。 

  (2) 市境界に近接する管轄外地域の火災を認知したときは、前号の規定にかかわらず原則として１箇分隊を応援するものとし、

  火災の規模が大であると認めたときは、適宜応援隊を増強するものとする。 

  (3) 第３条第２号による応援要請があったときは、当事者の協議により必要隊員を応援する。 

  (4) 第３条第４号による要請があったときは、当該市の事情の許す範囲において援助を行うものとする。 

  (5) 第３条第３号、第５号および第６号の応援要請があったときは、原則として要請にもとづき必要隊（職）員を派遣する。 

（応援要請の手続） 

第６条  応援を求めようとするときは、次に掲げる事項をすみやかに応援先に要請し、事後文書で行うものとする。 

  (1) 応援を要する火災の種別 

  (2) 応援を要する場所 

  (3) 応援を要する人員、機械または資器材等 

  (4) その他必要事項 

（応援出動の通報） 

第７条  第５条第１号から第５号までの応援をする場合は、次の事項を要請者あて通報するものとする。 

  (1) 出動車両および乗組人員 

  (2) 出動隊責任者の職、氏名 

  (3) 資器材の種別、数量および輸送方法 

  (4) 出動時刻 

  (5) その他必要事項 

（現場到着の報告） 

第８条  応援隊の長は、現場到着後直ちに現場最高指揮者に対し必要事項を報告し、その指示を受けるものとする。 

（応援隊の指揮） 

第９条  応援隊の指揮は、応援を受けた市の消防長が応援隊長に対して行う。ただし、緊急やむを得ない場合は、直接隊員に行

 うことができる。 

（費用の負担） 

第 10 条  応援に要した費用については、次の区分により負担するものとする。 

  (1) 応援出動に要した機械器具の小破損の修理費、燃料費、出動隊員の手当および被服の補修費等は、応援市の負担とする。 

  (2) 応援したことにより生じた機械器具の大破損の補修費および応援隊の死傷による災害補償費の負担については、当事者間

  において協議のうえ決定する。 

  (3) 前各号以外の経費については、原則として受援市の負担とする。 

- 257 -



（特  例） 

第 11 条  関係市の区域内において発生した火災で、特に必要と認めたときは、第４条に規定するもののほか、関係市に所在する

 事業場の自衛消防隊に対して応援を求めることができる。 

２  前項に関する必要事項は、関係者協議のうえ別に定める。 

（改  訂） 

第 12 条  この協定の有効期間中であっても、協定者協議のうえ本協定を改訂することができる。 

（委  任） 

第 13 条  この協定に定めるもののほか必要な事項は、関係市の消防長が協議のうえ定める。 

 

      附  則 

１  この協定は、平成 17 年４月１日から施行する。 

２  昭和 59 年９月 14 日締結の和歌山北部臨海都市広域消防協定は廃止する。 

３  この協定の締結を証するため、本書４通を作成し、関係市が記名押印のうえ各自１通を保管する。 

 

      協 定 者 

        和 歌 山 市 長 

        海 南 市 長 

        有 田 市 長 

        御 坊 市 長 
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                            （３）和歌山北部臨海地域事業場消防相互応援協定書 

 

（目  的） 

第１条  この協定は、近時頻発をみつつある産業災害等の増加にかんがみ、事業場相互の協力体制を確立し、不測の事態に対処

 することを目的とする。 

（区域および対象） 

第２条  この協定の実施区域は、日本製鉄株式会社関西製鉄所（和歌山）、花王株式会社和歌山工場、ＥＮＥＯＳ和歌山石油精

製株式会社海南工場、コスモ石油ルブリカンツ株式会社下津工場、ＥＮＥＯＳ株式会社和歌山製造所、日本製鉄株式会社関西

製鉄所（海南）および関西電力株式会社御坊発電所（以下「関係事業場」という。）とする。 

（応援の種別） 

第３条  関係事業場相互に応援すべき事項は、次のとおりとする。 

  (1) 消火資器材の援助 

  (2) 自衛消防隊の派遣 

（応援の要請） 

第４条  関係事業場又はその周囲で火災又は流出油事故が発生し、前条第１号又は第２号の応援を必要と認めるときは、当該事

 業場の長は関係事業場の長に対し応援を求めるものとする。 

２  前項の応援要請を行った場合は、同時に所轄消防長に対してもこの旨を通報するものとする。 

（応援の手続） 

第５条  前条の応援要請には、次に掲げる事項を速やかに応援先事業場及び所轄消防長に通報し、事後文書により提出するもの

 とする。 

  (1) 応援を要する種別 

  (2) 応援を要する場所 

  (3) 応援を要する人員、機械又は資器材等 

  (4) その他必要事項 

（応援の方法） 

第６条  第３条の規定による応援は、次のとおりとする。 

  (1) 第３条第１号又は第２号による要請を受けたときは、事情の許す範囲において応援するものとする。 

  (2) 消火資器材の援助については、応援側において要請地まで搬送するものとする。 

（応援出動の通報） 

第７条  応援の要請に基づき出動するときは、次の事項を速やかに要請者及び所轄消防長に通報し、後日文書で行うものとする。 

  (1) 出動車両及び乗組人員 

  (2) 出動隊責任者の職、氏名 

  (3) 消防資器材の種別、数量及び輸送方法 

  (4) 出動時刻 

  (5) その他必要事項 

（現場到着の報告等） 

第８条  応援隊の長は、現場到着後直ちに要請者に対し必要事項を報告しなければならない。 

２  報告を受けた要請者は、直ちに現場責任者に報告し、必要な指示を与えるものとする。 

（応援隊の指揮） 

第９条  応援隊の指揮は、応援を受けた関係事業場の長又はその代理者が応援隊長に対して行う。ただし、緊急やむを得ない場

 合は、直接隊員に対して行うことができる。 

（費用の負担） 

第 10 条  応援（自発的応援を含む）に要した費用については、次の区分により負担するものとする。 

  (1) 消防機械器具の小破損の修理費、機関の燃料費、隊員の手当および被服等の諸経費は、応援側の負担とする。 

  (2) 消火に使用した薬剤等の経費は、受援側の負担とする。 

  (3) 火災現場、出動、帰路途上（応援側に重大な過失のない場合に限り）において発生した事故にかかる次の経費は、原則と

  して受援側の負担とする。 

    ア  消防機械器具等の大破損の修理費 

    イ  隊員の死傷に伴う弔慰金、見舞金等 

    ウ  その他軽微な経費 

（隊員の災害補償） 

第 11 条  応援隊員が火災現場、出動、帰路途上（重大な過失のない場合に限り）で、負傷若しくは死亡したときは、その事案に

 従い労働者災害保証保険法、自動車損害賠償保険法をそれぞれ適応する。 
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（その他経費負担） 

第 12 条  第 10 条、第 11 条に規定するもののほか、重要な事案の経費負担については、当事者間において協議の上、決定する。 

（改  訂） 

第 13 条  この協定の有効期間中であっても協定者協議の上、本協定を改訂することができる。 

（そ の 他） 

第 14 条  この協定に定めるもののほか、必要な事項は、関係事業場が協議の上、別に定めることができる。 

２  この協定に定めるもののほか、関係事業場がそれぞれ所在する市との応援事項については、関係者協議の上、別に定める。 

３ 令和 2 年 10 月 20 日に締結した和歌山北部臨海地域事業場消防相互応援協定は、この協定の締結によって廃止する。 

  

  この協定を締結するため、本書６通を作成し、関係事業場において記名押印の上、各自１通を保管する。 

    令和６年２月２６日 

     

     

    日本製鉄株式会社 

      関西製鉄所長 

 

    花王株式会社 

      和歌山工場長 

 

    ＥＮＥＯＳ和歌山石油精製株式会社 

      海南工場長 

 

    コスモ石油ルブリカンツ株式会社 

      下津工場長 

 

    ＥＮＥＯＳ株式会社 

      和歌山製造所長 

 

    関西電力株式会社 

      御坊発電所長 
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                               （４）和歌山北部臨海都市広域消防協定及び和歌山北部臨海 

                地域事業場消防相互応援協定に関する覚書 

 

  和歌山北部臨海地域の特殊性に鑑み、和歌山北部臨海都市広域消防協定（以下「都市間協定」という。）第１１条第２項及び

和歌山北部臨海地域事業場消防相互応援協定（以下「事業場間協定」という。）第１４条第２項に基づき、関係市及び関係事業

場の協力体制を確立し、機動的かつ一体的な消防活動を期するため、次のとおり覚書を締結する。 

第１条  この覚書の実施区域は、和歌山市、海南市、有田市及び御坊市（以下「関係市」という。）並びに 日本製鉄株式会社関

 西製鉄所（和歌山）、花王株式会社和歌山工場、ＥＮＥＯＳ和歌山石油精製株式会社海南工場、コスモ石油ルブリカンツ株式

 会社下津工場、ＥＮＥＯＳ株式会社和歌山製造所、日本製鉄株式会社関西製鉄所（海南）及び関西電力株式会社御坊発電所 

 （以下「関係事業場」という。）とする。 

第２条 区域内において災害が発生し、応援が必要と認める場合、管轄地の市長は、関係市長を経て関係市の消防長及び関係事

 業場の長に対して消防隊の応援を求めるものとする。ただし、緊急を要する場合は、管轄地の消防長から関係市の消防長及び

 関係事業場の長に対して応援要請を行うことができる。 

第３条  関係事業場は、前条の応援要請があった場合、事情の許す範囲において次の各号による応援を行うものとする。 

  (1) 消火資器材の援助 

  (2) 自衛消防隊の派遣 

第４条 関係市の市町は、第２条に規定する消防業務の応援要請を受けたときは、当該市の区域内の警備に支障のない範囲にお

 いて、直ちに消防隊を出動させるものとする。ただし、緊急を要する場合は、消防長の判断により応援隊を出動させるものと 

 する。 

第５条  応援要請の手続、応援出動の通報、現場到着の報告および応援隊の指揮については、都市間協定及び事業場間協定のそ

 れぞれに該当する条を準用する。 

第６条  第２条に規定する応援に要した費用については、都市間協定第１０条並びに事業場間協定第１０条及び第１２条をそれ

 ぞれ準用する。ただし、これにより難いもの又は消火薬剤等の多額の経費を要するものについては、受援側関係市と受援側事

 業場の間で協議の上、決定する。 

第７条  応援隊員が火災現場、出動及び帰路途上（重大な過失のない場合に限る。）で負傷又は死亡した場合における補償につ

 いては、事業場間協定第１１条及び第１２条を準用するほか、関係市消防団員等公務災害補償条例を適用する。 

第８条  この覚書についての細則は、関係市町の消防長および関係事業場の消防担当責任者が協議の上、別に定める。 

第９条 令和5年３月23日に締結した和歌山北部臨海都市広域消防協定及び和歌山北部臨海地域事業場消防相互応援協定に関す

る覚書は、この覚書の締結によって廃止する。 

 この覚書の締結を証するため、本書１０通を作成し、関係機関において記名、押印の上、各自１通を保管する。 

  令和６年２月２６日 

 

      和 歌 山 市 長 

      海 南 市 長 

      有 田 市 長 

      御 坊 市 長 

      日 本 製 鉄 株 式 会 社 

        関 西 製 鉄 所 長 

      花 王 株 式 会 社 

        和 歌 山 工 場 長 

      ＥＮＥＯＳ和歌山石油精製株式会社 

        海 南 工 場 長 

      コスモ石油ルブリカンツ株式会社 

        下 津 工 場 長 

      Ｅ Ｎ Ｅ Ｏ Ｓ 株 式 会 社 

        和 歌 山 製 造 所 長 

      関 西 電 力 株 式 会 社 

        御 坊 発 電 所 長 
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                            （５）和歌山北部臨海都市広域消防協定及び和歌山北部 

               臨海地域事業場消防相互応援協定に関する細則 

 

  この細則は、和歌山北部臨海都市広域消防協定及び和歌山北部臨海地域事業場消防相互応援協定に基づき、広域消防の運用に

ついて定める。 

１  （応援要請の系統および方法） 

  (1) 系統表（詳細別表１）のとおりとする。ただし、状況によりこれによらないことができる。 

 

日 本 製 鉄 株 式 会 社 
 
   関 西 製 鉄 所（和歌山） 

和 歌 山 市 消 防 局 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発 
災 
事 
業 
場 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

花 王 株 式 会 社 
 
        和 歌 山 工 場 

 

 
 
 

 

 

ＥＮＥＯＳ和歌山石油精製株式会社 
 
        海 南 工 場 

 
海 南 市 消 防 本 部 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現 
地 
指 
揮 
本 
部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管 
轄 
消 
防 
本 
部 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

日 本 製 鉄 株 式 会 社 
 
      関 西 製 鉄 所（海南） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コスモ石油ルブリカンツ株式会社 
 
        下 津 工 場 

 

   
 

 

                 

 
ＥＮＥＯＳ株式会社 
 
    和 歌 山 製 造 所 

 
有 田 市 消 防 本 部 

 

 

 

 

  

 

 

 

関 西 電 力 株 式 会 社 
 
        御 坊 発 電 所 

 
御 坊 市 消 防 本 部 

 

  

 

   

(2) 方法  応援要請は、災害発生地の隣接市から順次行うことを原則とする。ただし、特殊車両、資器材で必要ある場合はこ

  の限りではない。 

  (3) 要請要領  電話及びＦＡＸ による応援要請は、次のとおりとする が、必要に応じてＷＥＢ会議システムを考慮する。 

 「北臨要請○○市事業場、一般何号、危険物何号、その他何号、到着地○○、自衛消防隊出動の要否、その他必要な事項等」 

２  （応援の種別及び基準） 

    応援の種別及び基準は、別表２（応援種別基準表）のとおりとする。ただし、特異災害の場合は、この限りではない。 

３  （応援隊の誘導） 

    管轄地の消防長は、応援隊の到着場所に誘導員を待機させ、活動の誘導に当たるものとする。 

４  （現場活動） 

    応援隊の長は、現場到着、消防活動、引き揚げ等受援地指揮本部（現地本部）の指示に従い、効果ある活動を行うものとす
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 る。 

５  （応援要請、出動の事後処理及び記録） 

  (1) 応援要請 

  系統表のとおり応援要請（電話）を実施する。 

 ア 発災事業場の長（現地指揮本部から管轄地の消防長に応援要請を実施する。 

 イ 応援要請の連絡を受けた管轄地の消防長は、関係市の消防長及び管轄事業場の長に応援要請を実施する。 

 ウ 管轄地の消防長から応援要請の連絡を受けた関係市の消防長は、管轄事業場の長に応援要請を実施する。 

  (2) 出動報告 

  系統表のとおり出動報告（電話）を実施する。 

 ア 応援要請を受けた事業場の長は、出動した旨を関係市の消防長に報告する。 

 イ 事業場の長から出動報告を受けた関係市の消防長は、随時、管轄地の消防長に報告する。 

 ウ 関係市の消防長から出動報告を受けた管轄地の消防長は、随時、発災事業場の長（現地指揮本部）に報告する。 

  (3) 別表３－１（応援要請書）の送付 

  系統表のとおりＦＡＸ（送信確認のため電話連絡も併せて）で実施する。 

 ア 発災事業場の長（現地指揮本部から管轄地の消防長に応援要請書を送付する。 

 イ 応援要請書を受信した管轄地の消防長は、関係市の消防長及び管轄事業場の長に応援要請書を送付する。 

 ウ 応援要請書を受信した関係市の消防長は、管轄事業場の長に応援要請書を送付する。 

  (4) 別表３－２（応援要請受理書）の送付 

  系統表のとおりＦＡＸ（送信確認のため電話連絡も併せて）で実施する。 

 ア 応援要請書を受信した事業場の長は、応援要請受理書を関係市の消防長に送付する。 

 イ 応援要請受理書を受信した関係市の消防長は、自本部の応援要請受理書と併せて管轄地の消防長に送付する。 

 ウ 管轄地の消防長は、応援要請受理書を取りまとめた後、発災事業場の長（現地指揮本部）に送付する。 

６  （出動の事後処理及び記録） 

  (1) 応援出動結果は、後日、別表４（応援出動結果通知書）の様式により行うものとする。 

 (2) 応援活動により事故及び死傷者発生の場合は、その状況を詳細に管轄地の市長及び発災事業場の長に提出するものとする。 

  (3) 関係市の消防長は、自所属及び管轄事業場の 応援出動結果について、前記別表４（応援出動結果通知書）をとりまとめ 

  管轄地の消防長宛て送付する。 

  (4) 管轄地の消防長は、前記別表４（応援出動結果通知書）をとりまとめ、災害活動記録を作成し、広域消防協議会を通じ事 

    後の消防隊運用に資するものとする。 

７  （標識） 

    協定による広域消防活動の各標識は、別表５のとおりとする。 

８  （消防計画等の交換） 

    協定実施の円滑を期するため、関係市の消防機関及び事業場は広域消防計画の樹立に参画、協力し、事前対策に資するもの

  とする。 

９  （その他） 

    本細則の改正及び本細則に定めるもののほか、必要事項は広域消防協議会の議を経て行うものとする。 

 

      附  則 

１  この細則は、令和６年２月 26 日から施行する。 

２  令和５年３月 23 日制定の和歌山北部臨海都市広域消防協定及び和歌山北部臨海地域事業場消防相互応援協定に関する細則

は廃止する。 
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別表１ 

系  統  表 

 

                                            （令和６年２月２６日現在） 

協定者 連絡先 電話所在 昼間 夜間責任者 

和歌山市消防局 
TEL 073-422-0119 
FAX 073-422-0200 

消防局指令課 指令課長 指令班長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本製鉄㈱ 
関西製鉄所 
（和歌山） 

TEL 073-451-1177 
FAX 073-454-6054 

（日本製鉄構内） 
日鉄ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ 
関西㈱ 警防部 
和歌山警防室 
和歌山警防課 

（日本製鉄構内） 
日鉄ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ 
関西㈱ 警防部 
和歌山警防室 
和歌山警防課 

（日本製鉄構内） 
日鉄ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ 
関西㈱ 警防部 
和歌山警防室 

和歌山警防課 副長 現 
 

地 
 

指 
 

揮 
 

本 
 

部 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

花王㈱ 
  和歌山工場 

平日昼 
TEL 073-426-8428 
FAX 073-426-7931 
夜間・休日 
TEL 073-426-8428 
FAX 073-426-7931 

（昼）安全 
 

（夜）当直室 
安全課長  副防災管理者  

 

 

 

 

 

 

 海南市消防本部 
TEL 073-482-0119 
FAX 073-482-0088 

消防本部 警防課長 当務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＥＮＥＯＳ和歌山
石油精製㈱海南工場 

昼 
TEL 073-482-5217 
FAX 073-483-1661 

夜 
TEL 073-482-5212 
FAX 073-482-9754 

環境安全ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
正門警備室 

環境安全ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
マネージャー 

副防災管理者 
 

管 
 

轄 
 

消 
 
防 

 
本 
 

部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
日本製鉄㈱ 

関西製鉄所（海南） 

TEL 073-482-5118 
平日昼 

FAX 073-483-8801 
休日・夜間 

FAX 073-482-7247 

（日本製鉄構内） 
日鉄ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ 
関西㈱ 警防部 
和歌山警防室 

海南警防課東門 

（日本製鉄構内） 
日鉄ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ 
関西㈱ 警防部 
和歌山警防室 
海南警防課長 

（日本製鉄構内） 
日鉄ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ 
関西㈱ 警防部 
和歌山警防室 

海南警防課 副長 

コスモ石油 
ルブリカンツ㈱ 

下津工場 

TEL 073-492-1111 
平日昼 

FAX 073-492-3408 
休日・夜間 

FAX 073-492-3120 

(昼）管理課 
 

(夜）警備室 

コスモルブサービス 
(株) 

下津事業所管理課 
管理課長 

当直者 

 

 

 

 

 

有田市消防本部 
TEL 0737-83-0119 
FAX 0737-82-2513 

消防本部 警防課長 当直班長 

 

 

 

 

 

 

 

 
ＥＮＥＯＳ㈱ 
和歌山製造所 

 

TEL 0737-83-1132 
FAX 0737-85-1433 

消防保安チーム 
環境安全ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
マネージャー 

当直者 

御坊市消防本部 
TEL 0738-22-0800 
FAX 0738-22-5192 

消防本部 警防課長 当務指揮者 

 
 

関西電力㈱ 
御坊発電所 

 
 

昼 2814 
 2812(FAX) 
0738-23- 
夜 2815 

2880(FAX) 

(昼）計画課 
 

(夜）中央制御室 
計画課長 当直長 
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車
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両

 
 種

 
 
 区

  
 
  

 
種
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分

 
 
 
 
 
 
 
別
 

  

和 歌 山 市 消 防 局 

海 南 市 消 防 本 部 

有 田 市 消 防 本 部 

御 坊 市 消 防 本 部 

日 本 製 鉄 ㈱ 関 西 製 鉄 所 （ 和 歌 山 ） 

花 王 ㈱ 和 歌 山 工 場 

Ｅ
 

Ｎ
 

Ｅ
 

Ｏ
 

Ｓ
 

和
 

歌
 

山
 

 
石

 
  

油
 

精
 

製
 

㈱
 

海
 

南
 

工
 

場
 

日 本 製 鉄 ㈱ 関 西 製 鉄 所( 海 南) 

コ ス モ 石 油 ル ブ リ カ ン ツ ㈱ 

下 津 工 場 

Ｅ
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Ｏ
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関

 
御

 
  
 
西

 
坊

 
  
 
電

 
発

 
  
 
力

 
電

 
  
 
㈱

 
所

 

 
  
合

 
     
  
計

 

備
 

    
考

 

                                       

  
 一

 

      
般

 

      
火

 

      
災

 

  
１

 

     
号

 

化
学

車
 

 

6
 

 

2
 

 

 

 

 

 

1
 

(
1
)
 

(
1
)
 

1
 

１
 

(
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1
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                           （８）和歌山海上保安部と和歌山市との消防業務協定 

 

（目的） 

第１条  この協定は、「海上保安庁の機関と消防機関との業務協定の締結に関する覚書」（昭和 43 年３月 29 日）に基づき、領

海内における船舶の火災による消火活動等について、和歌山海上保安部（以下「甲」という。）と和歌山市（以下「乙」と

いう。）が協力して円滑に消火活動を行うための必要な事項を定めることを目的とする。 

（協定区域） 

第２条  この協定の実施区域（以下「協定区域」という。）は、乙の沿岸海域とする。 

（消火活動等） 

第３条  協定区域内の次に掲げる消火活動及びこれに付帯する救助・救急活動は、主として乙が担任し、甲はこれに協力するも

  のとする。ただし、乙が主体となる消火活動等に支障がある場合は、その都度、甲と乙は協議の上、対応するものとする。 

  (1) ふ頭又は岸壁にけい留された船舶（消防法第 2 条の「舟」を含む。以下同じ。）及び上架又は入きょ中の船舶 

  (2) 河川における船舶 

 ２ 前項各号以外の消火活動等は、主として甲が担任し、乙はこれに協力するものとする。 

（協力事項） 

第４条 前条第１項に基づく甲の協力事項は、次のとおりとする。 

  (1) 船艇による消火活動及び警戒活動 

  (2) 火災船舶又は延焼のおそれのある船舶の移動措置 

  (3) その他消火活動に必要な事項 

 ２ 前条第２項に基づく乙の消防機関の協力事項は、次のとおりとする。 

  (1) 消防隊による消火活動及び警戒活動 

  (2) その他消火活動に必要な事項 

（警戒活動） 

第５条  協定区域内において、ガス、火薬または危険物の漏えい、飛散、流出等の事故が発生した場合において、当該事故によ

  り船舶火災に至るおそれがある場合における警戒活動は、甲と乙が協力して行うものとする。 

（相互通報） 

第６条  甲又は乙は、協定区域内において船舶火災が発生し又は発生するおそれがあることを知ったときは、相互に次の事項を

  速報するものとする。 

  (1) 覚知日時 

   (2) 発生場所 

   (3) 火災等の概要 

  (4)その他必要事項 

 ２ 甲または乙は、協定区域内において単独で船舶の消火活動又は警戒活動を行った場合は、相互にすみやかに次の事項を連絡

  するものとする。 

  (1) 覚知ならびに発生日時 

   (2) 鎮火又は危険状態を脱した日時 

   (3) 発生場所 

  (4) 活動状況 

  (5) 火災等の状況 

  (6) その他必要事項 

（合同指揮所） 

第７条  協定区域内において、船舶の消火活動等を行なう場合、甲と乙は協議のうえ合同指揮所を設置することができる。 

（調査） 

第８条  協定区域内において発生した船舶火災の原因調査、火災および消火活動により受けた損害の調査については、第３条第

  １項にかかるものは主として乙が担任し、同条第２項にかかるものは主として甲が担任するものとする。ただし、必要な場

  合は、甲と乙が協力して行うものとする。 

２ 前項の調査結果については、相互に連絡するものとする。 

（連絡調整及び連携強化） 

第９条 消火活動の難航が予想される船舶の消火活動等を効果的に行うため、甲と乙は、次の事項につき連絡調整及び連携を行

  うものとする。 

  (1) 情報及び資料の交換 

  (2) 消火活動要領の作成 

  (3) 保有する機材、器具及び化学消火剤等の情報の交換 

  (4) 火災船舶の燃料、積荷、危険物の積載状況等の情報の交換 

  (5) その他連携のために必要な事項 
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                        （12）田辺海上保安部と御坊市との消防業務協定に関する細則 

 

  田辺海上保安部（以下「甲」という。）と御坊市（以下「乙」という。）との消防業務協定（以下「協定」という。）第 12

条に基づき、田辺海上保安部長（以下「海上保安部長」という。）と御坊市消防長（以下「消防長」という。）において必要な

事項を次のとおり定める。 

（協力事項） 

第１条  協定第３条第１項に基づく甲の協力事項は次のとおりとする。 

  (1) 巡視船艇による消火活動等及び警戒活動 

  (2) 火災船舶又は延焼のおそれのある船舶の移動措置 

  (3) その他消防活動に必要な事項 

２  協定第３条第２項に基づく乙の協力事項は次のとおりとする。 

  (1) 消防隊による消火活動等及び警戒活動 

  (2) その他消防活動に必要な事項 

（警戒活動） 

第２条  協定第４条の警戒活動とは、ガス、火薬類又は引火性危険物の漏洩、飛散、流出等の事故が発生した場合において、当

 該事故により火災が発生するおそれがある場合における警戒活動とする。 

（火災の通報） 

第３条  協定第５条に基づく船舶の火災の通報は次のとおりとする。 

  (1) 通報先    別表１のとおり 

  (2) 通報事項  別表２のとおり 

（資料の交換） 

第４条  協定第８条に基づく資料は別表３に掲げる事項とする。 

第５条  この細則に疑義が生じた場合又はこの細則に定められていない事項について協議の必要がある場合は、その都度甲乙 

 協議して決定するものとする。 

 

附  則 

１ この細則は、平成 14 年５月１日から施行する。 

２ 昭和 60 年３月１日制定の田辺海上保安部と御坊市との消防業務協定に関する細則については、平成 14 年 4 月 30 日をもって 

 廃止する。 

 

      田辺海上保安部長 

      御 坊 市 消 防 長 
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                                   （13）和歌山県防災資機材管理運用要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、石油コンビナート等災害防止法（昭和 50 年法律第 84 号）に基づき指定された石油コンビナート等特別防

災区域及びその周辺区域（以下「特別防災区域等」という。）における特殊災害に対処するため、県が整備する泡消火剤貯蔵

タンク、泡消火剤、オイルフェンス巻取機、オイルフェンス、油回収装置その他の防災のための機械器具、資材又は設備（以

下「資機材」という。）の管理運用に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （資機材の配置） 

第２条 資機材は、これを有効かつ迅速に活用するため、特別防災区域等が所在する市町内に配置するものとする。 

 （資機材の管理委託） 

第３条 資機材の管理は、市町長又は知事が必要と認める者に委託するものとする。 

２ 資機材の管理等に関し、必要な事項は別に定める。 

 （用途の指定） 

第４条 資機材は、特殊災害の防禦（特殊災害が発生するおそれのある場合を含む。）及び防禦の訓練（以下「災害防禦等」と

 いう。）以外の用途に供してはならない。ただし、知事が必要と認めた場合は、この限りでない。 

 （資機材の使用手続等） 

第５条 災害防禦等を行うために資機材を使用する市町村長又は海上保安署長は、事前に資機材使用申請書（別記第１号様式）

 を知事に提出し、その承認を求めるものとする。なお、災害防禦等を行うために資機材を使用する石油コンビナート等特定事

 業者（以下「特定事業者等」という。）については、所轄の市町長を経由して使用の申請を行うものとする。 

２  前項の規定にかかわらず、緊急に資機材の使用が必要なときは、口頭又は電話等により使用の申請を行うことができる。こ

 の場合、使用後速やかに前項の申請書を提出するものとする。 

３  知事は、第１項又は前項の規定により資機材の使用の申請があった場合は、その内容を審査し適当と認めたときは、速やか

 に当該市町村長、海上保安署長又は特定事業者等（以下「要請市町村長等」という。）にその旨を通知するとともに、第３条

 の管理受託市町長等（以下「管理市町長等」という。）に貸出を指示するものとする。 

 （貸出期間） 

第６条  資機材の貸出期間は、当該特殊災害に対する資機材による必要な処置が完了するまでとする。 

 （費用の負担等） 

第７条  資機材の使用により生じた費用は、原則として要請市町村長等において負担するものとする。 

２  要請市町村長等は、オイルフェンス又は油回収装置の使用において故意又は過失により全部若しくは一部を亡失し又は毀損

 した場合は、その旨を知事に報告するとともに、当該オイルフェンス又は油回収装置と同一品質のものを弁済又は修繕するも

 のとする。 

３  要請市町村長等は、泡消火剤を使用したときは、当該泡消火剤と同一品質のものを弁済するものとする。 

４  前各項に掲げるもののほか、必要な費用の負担については、その都度協議するものとする。 

 （費用の負担等の免除） 

第８条  知事は、資機材を使用した要請市町村長等に災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）を適用したとき、又は必要があると

認めたときは、資機材の使用にかかる費用の負担等について全部又は一部を免除するものとする。 

 （泡消火剤、オイルフェンスの受託数量等の記録） 

第９条  管理市町長等は受託した泡消火剤又はオイルフェンスの受入数量、使用数量及び残高数量を記録するものとする。 

 （資機材の使用報告） 

第 10 条  資機材を使用した要請市町村長等は、処理後速やかに次の事項を書面で知事に報告するものとする。 

  (1) 災害発生場所 

  (2) 災害発生日時 

  (3) 災害発生の原因 

  (4) 災害発生状況 

  (5) 使用した資機材の数量及び使用期間 

  (6) 使用した資機材の異常の有無（毀損等の状況） 

  (7) その他 

 （その他） 

第 11 条  この要綱に定めるもののほか、資機材の管理運用に関し必要な事項は、その都度知事が定めるものとする。 

      附 則 
１  この要綱は、昭和 58 年 4 月１日から施行する。 
２  和歌山県特殊災害対策用資機材管理運用要綱（昭和 56 年 3 月 25 日制定、以下「旧要綱」という。）は廃止する。 
３  旧要綱に基づいて締結した資機材の管理等に関する協定は、なおその効力を有するものとする。 
   附 則 
 この要綱は、平成 19 年 2 月１日から施行する。 
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県 有 防 災 資 機 材 一 覧 表 
令和６年４月１日現在  

資 機 材 名 規   格 数   量 配   置   市   町 

泡消火剤貯蔵タンク 
屋外タンク 

38 k  １ 基 （34,000 ） 海 南 市（水成膜泡） 

38 k  １ 基 （33,030 ） 海 南 市（水成膜泡） 

35 k  １ 基 （35,000 ） 有 田 市（水成膜泡） 

計 ３ 基（102,030 ） 
 

泡 消 火 薬 剤 

（３％型容器入） 

水 成 膜 泡 

3,200  和 歌 山 市 

13,200  海 南 市 

3,600  有 田 市 

13,200  御 坊 市 
耐アルコール用泡原液 

（３％・６％型） 
5,000  

和歌山市、海南市、有田市、御坊市 
（海南市 2,000 、他各市 1,000 ） 

計 38,200  
 

オイルフェンス巻取機 

５００ｍ巻 ３ 基 海 南 市（Ｅ Ｎ Ｅ Ｏ Ｓ） 

５００ｍ巻 ４ 基 有 田 市（Ｅ Ｎ Ｅ Ｏ Ｓ） 

計 ７ 基 
 

オ イ ル フ ェ ン ス 
Ｂ  型 

1,500 ｍ 海 南 市（Ｅ Ｎ Ｅ Ｏ Ｓ） 

2,000 ｍ 有 田 市（Ｅ Ｎ Ｅ Ｏ Ｓ） 

120 ｍ 御坊市（日高振興局建設部） 

計 3,620 ｍ  

油 処 理 剤 
18 ／缶 

26  缶 海 南 市（ＥＮＥＯＳ和歌山石油精製海南） 

40  缶 有 田 市（Ｅ Ｎ Ｅ Ｏ Ｓ） 

6  缶 串本町（東牟婁振興局串本建設部） 

32 缶 新宮市（東牟婁振興局新宮建設部） 

計 104  缶 
 

油 吸 着 マ ッ ト 

      100 枚／箱 

       (17kg) 

5  箱   海 南 市（ＥＮＥＯＳ和歌山石油精製海南） 

13  箱   〃 （コスモ石油ルブリカンツ下津 ） 

15  箱   有 田 市（Ｅ Ｎ Ｅ Ｏ Ｓ） 

8  箱   那智勝浦町（消 防 本 部） 

17 箱   有田市（有田振興局建設部） 

       計      58  箱 
 

 150 枚／箱(6.2kg)   

32  箱   和 歌 山 市（和 歌 山 下 津 港 湾 事 務 所） 

7 箱   田辺市（西牟婁振興局建設部） 

4 箱   串本町（東牟婁振興局串本建設部） 

20 箱   新宮市（東牟婁振興局新宮建設部） 

       計 63 箱  
 
 

資 機 材 名 規   格 数   量 配   置   市   町 

散 布 用 ホ ー ス 

 口  径  65mm 

 使 用 圧  13kg／c ㎡ 

14  本   海 南 市（ＥＮＥＯＳ和歌山石油精製海南） 

14  本   〃 （コスモ石油ルブリカンツ下津 ） 

14  本   有 田 市（Ｅ Ｎ Ｅ Ｏ Ｓ） 

     計 42 本 
 

散 布 用 ノ ズ ル 

 口  径  65mm 

 濃  度  ３％ 

１  本   海 南 市（ＥＮＥＯＳ和歌山石油精製海南） 

１  本   〃 （コスモ石油ルブリカンツ下津 ） 

１  本   有 田 市（Ｅ Ｎ Ｅ Ｏ Ｓ） 

     計 ３ 本 
 

油 回 収 装 置 

 油回収機 

 回収ポンプ 

１ 式   海 南 市（ＥＮＥＯＳ和歌山石油精製海南） 

１ 式   〃 （コスモ石油ルブリカンツ下津 ） 

１ 式   有 田 市（Ｅ Ｎ Ｅ Ｏ Ｓ） 

     計 ３ 式  
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